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 ２０２２年度岩手県予算に関する申し入れ 

 

国内外で新型コロナ感染の感染爆発が起こる中、達増知事を先頭に県職員、医療関係者の皆

さんが新型コロナ対策に献身的に取り組まれていることに心から敬意を表します。 

新型コロナウイルスの感染者が 7月から 9月にかけての第 5波で、全国で感染爆発し、必要な

診察が受けられず、入院も宿泊療養もできない医療崩壊が起こりました。県内でも、8月には感染

拡大で 1002人の感染者が発生し、人口 10万人当たり 25.9人、入院率は 76.6％とステージ 4の

状況となりました。こうした中でも、すべての新規感染者を診察し入院または宿泊療養で対応して

重症者を最小限に抑え、自宅療養者を出さなかったことは高く評価すべき取り組みでした。 

10月 11日以降、県内では県外からの感染者が発生しましたが、それ以外の新規感染者が出

ていないことは、ワクチン接種の推進と県民の基本的感染対策の徹底による重要な成果です。 

世界では、ドイツやアメリカなど欧米で感染が再拡大し、ワクチン接種が進んでいる韓国でも過

去最大の感染拡大が起こっています。また、デルタ株以上の感染力があると指摘されるオミクロン

株が世界各国に広がっていることも重大です。国内、県内でオミクロン株をはじめ感染再拡大を防

止する取り組みは引き続き緊急重要な課題となっています。水際対策の徹底、3回目のワクチン

接種の早期・確実な接種、PCR検査の拡大、医療体制の強化、生活困窮者と事業者等への支援

を強化・拡充することが必要です。 

岸田政権は 12月 6日、臨時国会に新型コロナ感染症対策等の 35.9兆円の補正予算を提出し

ました。しかし、その内容は10万円給付も真に困っている生活困窮者に支援が届かず、PCR検査

の拡充もなく、事業者支援も昨年度実施した持続化給付金の半額程度です。一方で 7738億円の

過去最大の軍事費を計上するなど国民の暮らしに背を向けたものとなっています。岸田首相が所

信表明演説で「敵基地攻撃能力の検討」を表明したことは歴代政権の憲法解釈を百八十度変更

する重大なものです。日本共産党は、岸田政権の大軍拡、憲法改悪の新たな危険性を許さない、

草の根からの国民的大運動を呼びかけています。 

東日本大震災津波から 10年 9ヶ月が経過しました。災害公営住宅や復興まちづくり事業（面整

備）が完了し、三陸沿岸道路も 12月中に全線開通します。防潮堤などの海岸保全施設等整備事

業は、完了箇所数では 89.4％、整備済み総延長では 96.5％となっています。一方で、被災者の

心のケアの課題や生活苦、災害公営住宅でのコミュニティの確立など引き続き対策の強化が求め

られています。「震災・大不漁・コロナ禍」と三重苦に直面している漁業、水産加工業の再建の課

題も正念場を迎えています。こうした中で、被災者の医療費等の免除措置を今年度は非課税世

帯に限定しつつ 12月末まで継続実施してきたことは復興の金字塔というべき重要な成果でした。

1月以降も、被災者が経済的な理由で必要な医療が受けられなくなることがないように具体的な支

援と対策を講じるべきです。 

安倍・菅政治を継承し、新たな大軍拡と憲法改悪の道を進めようとしている岸田政権の下で、

「住民の福祉の増進」を図る地方自治の原点にたって、「県民の命とくらしを最優先」に県政を進
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めることが求められています。また、COP26の成果を踏まえて気候危機打開の取り組みを抜本的

に強化すること。ジェンダー平等の新たな取り組みを進めることも重要です。 

以上の立場から、新型コロナウイルス感染症の感染防止に全力で取り組むとともに、12年目を

迎える東日本大震災津波からの復興、とりわけ被災者の命とくらしを守る生活再建と生業の再生

に引き続き取り組むこと。知事選挙における 4つの柱 14項目の政策協定の実現（すでに実現した

ものあり）に誠実に取り組むこと。憲法と地方自治、「だれ一人取り残さない」・SDGsの立場にたっ

て、以下の項目について十分勘案し、県民の幸福実現めざす「いわて県民計画」の具体化を図り、

2022年度岩手県予算編成に取り組まれるよう申し入れます。 
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【第一部】 新型コロナ感染拡大の防止へ、３回目のワクチン接種の早期・確実な接種、検

査の拡大、医療体制の強化、生活困窮者と事業者への支援の拡充を 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染が世界で急拡大し、オミクロン株も広がっています。国内、県

内では「第 5波」の感染拡大以降、急速に感染者が減少していますが、「第 5波」の取り組みの教

訓を生かして新たな感染拡大を防止する取り組みを今こそ強化すべきです。 

10月 11日以降、県外からの感染者が出ましたが、県内では新たな感染者が出ていません。ワ

クチン接種が進み、基本的な感染対策が徹底され取り組まれてきた成果です。12月 8日現在、2

回接種率は人口比で81.1％、90％を超えているのは14市町村です。新たな感染拡大を防止する

うえで、3回目のワクチン接種を、前倒しを含め早期・確実に進めることが重要です。ワクチン接種

が進んでいる一関市の取り組みに学び、「先手、先手」で対策を講じることが必要です。県として

市町村の取り組みへの支援を強化するとともに、県独自に集団接種に取り組むなど必要な対策を

講じるべきです。 

感染が減少している今こそ、「いつでも、どこでも、無料で」PCR検査が実施できる体制を構築

することが必要です。「ワクチン・検査パッケージ」による未接種者に対する無料の PCR検査を、対

象者を限定せず、3月末までの期限を切らずに行えるよう国に求めるべきです。感染リスクが高い

医療機関、高齢者施設等では定期的な PCR検査を実施すべきです。 

医療体制の強化に当たっては、医師・看護師等の増員を図ることが必要です。宿泊療養施設

については県内のバランスの取れた設置をすべきです。医療崩壊を防ぐためには、大幅な減収を

強いられている医療機関に対する減収補填を早急に実施すること。 

新型コロナの影響が長引く中で飲食や宿泊業など事業者の経営は逼迫しています。国に支援

の拡充を求めるとともに、県による支援の継続・強化を図ること。 

 

１、 新型コロナ感染から、命とくらしを守り、経済を立て直すために、ワクチン接種、検査と医療の

抜本的拡充と生活困窮者と事業者への支援の強化・拡充を国に強く求めること 

① 3回目のワクチン接種を、前倒しを含め早期・確実に進めること。そのためにも地方へのワ

クチン供給計画を早期に示すこと。国として職域でのワクチン接種を、条件を緩和し進め

ること。 

② 「ワクチン・検査パッケージ」による、無料のPCR検査を未接種者に限定せず、期限を設け

ず進めること。「いつでも、どこでも、無料で」受けられる PCR検査センターを薬局等県内

各地に設置すること。無症状陽性患者を早期に発見し、保護、治療に結び付けること。

PCR等検査の自治体負担をなくすこと。 

③ 感染リスクとクラスター発生の危険性が高い病院、高齢者施設等での PCR検査等の定期

的検査を実施すること。さらに、保育所、学童クラブ、障がい者施設等での社会的検査に

国が責任をもって取り組むこと。 
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④ 保健師の大幅増員とともに、感染追跡を専門に行うトレーサーの養成・配置が必要です。

国の責任で緊急に人員の養成・確保に取り組むこと。 

⑤ 「医療崩壊」を絶対に起こさず、必要な病床を確保するためにも、医療機関の減収補填を

国の責任で実施すること。介護・福祉施設についても利用抑制による減収補填を行い、感

染防護具等を国の責任で確保すること。 

⑥ 新型コロナ感染者の後遺症の実態を調査し、安心して治療が受けられるように対策を講じ

ること。 

⑦ 新型コロナ危機の経験を踏まえ、感染症対策を考慮しない地域医療構想による公立・公

的病院の統廃合・病床削減は中止すること。 

⑧ Go To トラベル等事業は、感染状況を踏まえて慎重に対応すること。 

⑨ 事業復活支援金は、12月から来年 3月までの期間の売り上げ減少だけでなく、感染拡大

した今年度の売り上げ減少を対象に広げること。支援金の引き下げではなく持続化給付

金並みの支援金とすること。要件を緩和し継続的に実施すること。家賃支援給付金につ

いても再実施すること。 

⑩ 雇用調整助成金の特例措置の継続、休業支援金の活用と支給を徹底するとともに、3月

以降も雇用状況が落ち着くまで縮小せず継続すること。 

⑪ 生活福祉資金（特例）、生活困窮者支援金、住居確保資金を延長して実施すること。学生

への特別給付金の再交付を実施すること。大学授業料の半額引き下げ・授業料減免の拡

充を行うこと。 

⑫ 米価暴落など農林水産業への影響について、コロナ禍による余剰米については国が買

い入れ市場から隔離し、海外支援や生活困窮者に対する支援に回すなど、国が責任をも

って米価の安定と減収補填措置を講じること。 

⑬ 「コロナ禍からの文化芸術活動再興支援事業」（556億円）など政府補正予算に計上され

た文化庁の事業が、文化芸術団体が使い勝手が良いように改善を求めるとともに、積極

的な活用を図ること。 

⑭ 消費税を緊急に 5％に引き下げること。経営困難な中小企業には、19年度と 20年度分の

消費税を免除すること。 

⑮ 子どもの命と安全を確保し、ゆきとどいた教育を進めるために、35人学級を前倒して小学

校全学年で実現し、中学校まで広げること。 

⑯ 地方自治体が自由に使える地方創生臨時交付金を大幅に増額して早急に交付するこ

と。 

 

２、 早期・確実なワクチン接種の取り組みを強化し、PCR等検査の抜本的強化に取り組むこと 

① 3回目のワクチン接種をできるだけ前倒しして進めること。優先接種すべき対象を明らかに

し早期・確実に接種を進めること。県としても集団接種に取り組むこと。 

② 感染リスクの高い病院、高齢者施設等での PCR等検査を定期的に実施すること。 
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③ 「いつでも、どこでも、無料で」PCR検査が受けられるように、薬局等を含め県内地域に検

査センター・検査体制を確立すること。 

④ オミクロン株等の遺伝子解析ができるよう検査体制の強化を図ること。 

 

３、 安心して必要な医療が受けられる医療体制の強化を 

① 全ての感染者を病院で診察し、入院または宿泊療養施設で対応する体制を維持するこ

と。 

② 12月 1日現在、県内の確保病床数は 24病院 318床（厚労省公表）、宿泊療養施設は 3

カ所 370室確保となっています。第 6波に対応する最大確保病床数は 400床、宿泊療養

施設は 370室としています。必要な医師、看護師等の増員・確保を図るとともに、医師・看

護師等の支援チームの派遣体制を確立すること。 

③ この間の教訓を踏まえ、院内感染の防止対策を徹底すること。医療用マスク、ゴーグル、

フェイスシールド、ガウン、防護服等の医療資材を各医療機関に配備すること。 

④ 民間病院を含めて、医療機関の減収への補填を県独自にも検討すること。危険手当（特

殊勤務手当）の支給を継続して実施すること。 

⑤ 感染症対策が考慮されていない地域医療構想は、県としても再検討し見直すこと。公立・

公的病院の再編統廃合計画は実施しないこと。 

⑥ 県としても新型コロナ感染者の後遺症の実態を把握し、治療の体制を確立すること。 

 

４、 保健所体制を抜本的に強化し、トレーサーの養成・配置に取り組むこと。 

① 保健師等の専門職員の増員・配置を行うこと。すべての保健所に専任の所長を配置する

こと。 

② 陽性患者の接触者等の追跡を行う専門のトレーサーの養成・配置に取り組むこと。 

③ 介護施設等高齢者施設、障がい者施設、保育・学童クラブ等の感染防止対策を徹底し、

財政的支援を含め具体的な支援を強化すること。 

 

５、 生活困窮者と事業者支援、地域経済を守る対策を強化すること 

① 生活福祉資金（緊急小口資金特例）、総合支援資金（特例）、生活困窮者自立支援金、

住宅確保給付金の継続・拡充を国に求めるとともに活用を徹底すること。国保税の傷病手

当については個人事業主も対象とするよう改善を図ること。 

② 雇用調整助成金、休業支援金・給付金の継続実施を求め、積極的活用を図ること。 

③ 事業者の実態調査を踏まえ、地域企業経営支援金の実施を検討すること。 

④ 宿泊・観光支援では、感染状況を踏まえつつ、国の動向と連携しつつ継続支援を検討す

ること。地域の伝統芸能との連携など特色と魅力ある取り組みを進めること。 
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６、 少人数学級の実現と学校での安全確保、学生への支援、文化芸術団体への支援の強化 

① 子どもの安全を確保し、ゆきとどいた教育を進めるためにも 30 人学級の実現をめざすこと。

学校での感染防止対策を徹底すること。スクールサポートスタッフの配置を進めること。 

② 新型コロナで学生の退学者を出すことの無いように、国の学生支援給付金を積極的に活

用すること。県・大学独自の給付金の支給、アルバイト雇用等を継続実施し、授業料減免

措置の拡充を図ること。農協等と連携し在庫米を活用した 100円定食等の取り組みを推

進すること。 

③ 活動自粛を余儀なくされてきた文化芸術団体等の実態調査を行い、補正予算に計上され

た文化庁の事業（総額 905億円）を積極的に活用すること。団体・自治体が使いやすいよ

うに事業の改善を求めること。 
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【第二部】 東日本大震災津波からの復興について―被災者の心のケア・生活再建と生業

の再生を 

 

大震災津波から 10年 9ヶ月が経過しました。10月 30日現在、直接死 4,674人（前年比

０）、震災関連死 470人(前年比＋1)、行方不明者 1,111人(0)、合計 6,255人(＋1)、建物

被害は全壊 19508(うち解体 1110)、大規模半壊 2526、半壊 4045、一部損壊 19064で合計

45143棟となる戦後最大の災害となっています。震災関連の自殺が 54人(＋3)、孤独死も

仮設住宅で 46人でしたが、災害公営住宅で 76人(＋13、10月末現在)、合計 122人(＋13)

に及んでいます。災害公営住宅での孤独死が継続して発生していることは重大です。 

被災者の状況は、10月末現在、災害公営住宅 5293戸(＋96)、9243人(＋85)、県内在宅

被災者 719戸(－58)、1415人(－109)、県外避難 457人(－364)となっています。 

災害公営住宅の整備は、昨年 12月 7日に南青山アパート（盛岡市、99戸）が完成し、

5833戸(沿岸 5550戸、内陸 283戸)のすべてが整備されました。土地区画整理事業は、9月

末現在、19地区 4911区画のすべてが完成し、換地処分は 17地区となっています。防災集

団移転事業は、88地区 2090区画すべて完了しています。津波復興拠点整備事業は 10地区

すべてで完成しています。 

大震災津波から 10年 9ヶ月が経過し、災害公営住宅の入居者の高齢化と生活苦が進行し、

孤立化・孤独化が進行しています。孤独死は昨年 13人となりましたが、今年は 10月末で

13人となっています。災害公営住宅のコミュニティ形成の拠点となるべき集会所は、新型

コロナの影響もありましたが、多くの団地で月に 0～2回程度の利用にとどまっており、一

人暮らし高齢者の見守りとコミュニティの確立が急務の課題です。 

12月県議会で、県営災害公営住宅入居者の収入基準が 15万 8千円から 25万 9千円に引

き上げられ、収入超過者の約 7割が所得による家賃に軽減されることは一歩前進です。ま

た、入居後 6年目から国の特別家賃低減が逓減されることから、県や市町村独自の家賃軽

減に移行を図ることも切実で重要な課題となっています。 

子どもの心のケアの受診件数は、昨年度の沿岸地域における延べ受診件数は 1665件、今

年は 10月末までで 966件と高い水準で経過しています。心のケアセンターの相談支援件数

は昨年度はコロナ禍で 5353件に減少しましたが、今年は 10月末で 4665件とコロナ禍前の

水準に増加しています。心のケアの取り組みは中長期的に継続して取り組むべき課題です。 

岩手県が、被災者の医療費・介護保険利用料等の免除措置を、2021年 3月末までは現行

通り 10年間にわたり継続し、今年 4月から 12月末までは、非課税世帯に限定して継続実

施を決めたことは被災者の命と健康を守るうえで極めて重要な成果です。全国に誇れる取

り組みです。12月末で終了となりますが、この間の成果と教訓を今後にどう生かしていく

かは重要な検討課題です。また、今後の災害対策の全国的な教訓として生かすことが必要

です。 
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サケ（震災前比 7％）・サンマ（14％）・スルメイカ（23％）など主要魚種の大不漁に

直面している漁業と水産加工業の再建と営業の継続を支援することは特別に重要な課題で

す。昨年の産地魚市場の水揚げ量は、85166トンで、震災前の 48％、水揚げ金額は 148億

円余で 63％となっており、今年度はさらに減少しています。養殖生産量も震災前比でワカ

メ 50％、アワビ 28％、ウニ 77.8％となっています。魚資源の確保と対策、原材料の確保

への支援と新商品の開発、販路の確保・拡大など従来の延長線上ではない支援の強化が求

められています。 

沿岸被災市町村の商工団体会員の被害状況調査（21年 9月 1日現在）では、震災前の 7701

会員のうち 4341事業所(56.4％)が被災し、営業継続・再開が 2956事業所(68.1％、前年比

－31)、廃業 1251事業所(28.8％、＋27)、休業 26事業所(0.6％、＋0)となっています。グ

ループ補助は、9月末現在、214グループ、1571者、918 億円余の交付決定となっており、

売り上げが震災直前の水準まで回復している事業者は 44.6％、これまでに倒産 17者、廃

止 25者となっています。 

被災地の事業者は、大震災、消費税増税、新型コロナの 3重苦に直面しており、今まで

以上の支援の強化が求められています。 

 

一、東日本大震災津波からの復興を国政の最優先課題に―国政上の１０の課題 

１、 国の被災者生活再建支援金を現行の 300万円から 500万円に引き上げること。 

２、 被災者の医療費・介護保険利用料等の免除措置を国の制度として制度化し、社会保険被保

険者も対象とし、今後の災害対策に活かすこと。 

３、 被災者の心のケア・子どもの心のケアの取り組みを中長期的な事業として継続実施すること。

生活支援相談員の配置を減少することなく継続・拡充し、「孤独死」を出さない対策、見守りと

コミュニティ確立の取組を抜本的に強化すること。 

４、 災害援護資金の申請期日は 2022年 3月 31日まで延長されました。9月末現在、滞納件数が

253件、26.8％となっており、実態に応じて返済猶予、免除の対応が行われるようにすること。

生活福祉資金（生活復興支援資金）の継続拡充を図ること。 

５、 グループ補助の継続・拡充をはかり、事業者の再建が進むまで継続すること。二重ローン対策

を継続すること。 

６、 移転元地への利活用を進めるために、集約や整地に要する費用など国の支援を継続すること。

移転元地への企業誘致や新規創業等への支援の継続・拡充を行うこと。 

７、 高台移転など、被災地は新たな町づくりを進めており、災害公営住宅や防災集団移転地と中

心市街地、病院、役場等を結ぶ新たな被災地交通確保事業を実施すること。 
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８、 三陸の漁業に重大な影響を与える東京電力福島第一原発の汚染水の海洋投棄は行わない

こと。東京電力福島第一原発事故による放射能汚染については、東電と国の責任で汚染され

たほだ場・ほだ木の処理、側溝汚泥の除去、山林の除染など徹底した除染と早期の全面賠償

を行うよう求めること。 

９、 2021年度以降の必要な復興事業費の確保へ、機械的な期限を設けることなく、国が責任を持

って復興財源を確保すること。地方自治体が自由に使える財源の確保を強く求めること。 

10、東日本大震災津波、台風 19号災害、2016年台風 10号災害の経験を踏まえ、災害の復旧復

興にあたっては、再び被害を受けないように現状復旧にとどまらず改良復旧を行うこと。 

 

二、被災者の命とくらしを守る対策の継続を 

１、被災者のいのちと健康、くらしを守る総合的な支援を強化すること 

1） 被災者の医療費等の免除措置が 12月末で終了することを踏まえて、被災者が経済的な

理由で必要な医療が受けられなくなることがないよう、被災者の実態調査を含め具体的

な対策を講じること。★ 

2） 被災者の心のケア対策、子どもの心のケア対策を継続・強化すること。 

3） 保健師と生活支援相談員の増員をはかり、支援と見守りが必要な高齢者等への訪問・相

談・対応を強化すること。震災関連の自殺、孤独死の防止のために、生活再建支援など

の総合的な対策を強化すること。いわて被災者支援センターの体制を強化すること。 

4） 50戸以上の災害公営住宅の集会所に支援員を配置し、コミュニティと自治会活動の確立

に特別の支援と対策を講じること。★ 

5） 震災関連死の検証を行い、震災関連死を出さない今後の対策に生かすこと。 

6） 災害援護資金の申請期限の延長を求め、保証人を義務付けることなく、使いやすく改善

し活用を進めること。償還期限の延長・免除を求めること。生活福祉資金の活用を進める

こと。 

7） 防災集団移転団地や災害公営住宅等の被災者の通院・買い物等の交通を確保する新

たな被災地交通確保事業の創設を求めること。ワンコインバスやデマンドタクシー、有償

ボランティアへの支援など、きめ細かい対策を講じること。 

 

２、住宅確保にさらなる抜本的な支援と災害公営住宅家賃の軽減策を 

1） 県独自の被災者住宅再建支援事業(現行 100万円、市町村と共同、10月末現在 10222

件、前年比 177件増)の実施期間が、2022年度まで延長されました。それ以後の住宅再

建支援は状況を見て対応すること。 
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2） 県の生活再建住宅支援事業費補助（バリアフリー・県産材活用への補助、20年度までの

実績 27135件、115億円）の実施期間が 2022年度まで延長されました。それ以後は状況

を見て対応すること。 

3） 災害公営住宅家賃の低所得者に対する国の軽減策が 6年目から逓減することに伴い、

県・市町村の独自の軽減策の周知と活用を徹底すること。収入基準の引き上げによる収

入超過者に対する家賃軽減策の周知徹底を図ること。新たな収入基準を超える入居者に

対してはさらなる対策を検討すること。 

4） 災害公営住宅の自治会の確立と活動を支援し、コミュニティ確立のために入居者名簿を

提供すること。規模の大きい 50戸以上の災害公営住宅の集会室・事務室に、見守りとコミ

ュニティ確立支援のために生活支援相談員を配置すること。★ 

 

三、生業の再生と働く場の確保 

１、 再建の意思のあるすべての事業者の再建を支援し、雇用の確保を 

１） グループ補助事業については、申請を希望するすべての事業者が対象となるよう継続・

拡充すること。補助を受けた事業者のフォローアップを強化すること。 

２） 二重債務解消の取り組み（9月末現在、岩手県産業復興相談センターの債権買取110件、

と東日本大震災事業者再生支援機構 167件）の継続を求めること。5年後の債権買い戻

しについては経営状況を見て柔軟に対応すること。高度化スキーム貸し付けの返済につ

いても経営状況を見て柔軟に対応すること。  

３） 仮設店舗（商業者）入居者は 9月末現在 1事業者となっており、久慈市から譲渡を受ける

予定です。引き続き本設移行への支援を強化するとともに、営業継続への支援を強化す

ること。 

４） 沿岸被災地における若者・女性等の起業・創業を支援する取り組みを実施すること。これ

までの起業・創業の取り組み（約 164事業者）のフォローアップを行い、今後の取り組みに

生かすこと。 

５） 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金制度の継続を国に求めるとともに

使い勝手が良い制度に改善を求めること。 

６） 県の中小企業被災資産復旧費補助については継続実施し、テナントで被災した事業者

の再建への支援策を講じること。 

２、サケ・サンマ・スルメイカなど主要魚種の大不漁に直面している漁業・水産業の再建を 

1) サケ・サンマ・スルメイカの資源の減少の科学的調査を進め、放流事業の改善等を含め、

資源の確保に取り組むこと。 

2) サケ、サンマ、スルメイカの大不漁と原材料費の高騰に対する緊急対策を講じ、原材料

確保、魚種転換や新商品の開発、販路の確保・拡大への支援を行うこと。★ 
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3) サケ・マス類の海面養殖試験と本格操業、ホシガレイの陸上養殖試験への支援を強化し、

新しいつくり育てる漁業の推進を図ること。稚魚飼育に係るサケ・マスふ化場の有効活用

を支援すること。 

4) アワビ・ウニの不漁対策とホタテ等の貝毒の科学的調査と対策を強化すること。 

5) ワカメ・コンブ・ホタテガイ・カキ等の養殖漁業の安定的生産をめざす取り組みを強化する

こと。養殖生産回復のため、漁業者の養成・確保と漁場利用の見直しと活用を進めるこ

と。 

6) 大不漁に直面している小型漁船漁業の振興策を具体的に講じること。 

7) 国の漁業法改悪に対し、漁場に混乱をもたらす企業の進出は認めないこと。漁民の多様

な声を反映する海区漁業調整委員会となるよう活性化を図ること。 

8) 水産アカデミーの取り組みをはじめ、漁業担い手対策を抜本的に強化すること。 

9) 固定資産税の減免の継続など漁協・漁民に対する支援を強化すること。「水産特区」の押

し付けに反対すること。 

10) 被災農地は復旧対象農地面積が 100％完了したことを踏まえて、地域の特性を生かした

多面的な農業の振興を図ること。 

 

四、被災地の県立病院の拡充を図り、地域の医療と介護の体制を確保すること 

1) 県立大槌病院、山田病院、高田病院の医師・看護師確保に全力で取り組み、地域医療

の充実と連携に取り組むこと。県立釜石病院の医師確保と改築に取り組むこと。★ 

2) 被災地では要介護高齢者が増加しており、介護施設の再建整備をはかるとともに、介護

職員など人材の確保に努めること。 

3) 被災した障がい者と就労支援事業所等の職員確保と、事業活動等への支援を強化する

こと。 

 

五、中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりへ支援の強化を 

1） 中心市街地・商店街の再建と新たなまちづくりは、これからが正念場を迎えます。前例の

ない取り組みとなることから、国・県・市町村が総力を挙げて取り組むとともに、事業者・住

民を主体に、専門家の支援も強化すること。 

2） 整備された都市再生区画整理事業などのまちづくりに当たっては、区画整理された土地

の有効活用に向けて、空き地バンクなどの取り組みを支援し、新たな中心市街地の形成と

コミュニティの確立に取り組むこと。住民が主体のまちづくりを進めること。 

3） 防災集団移転事業による瑕疵担保責任はほぼ 2年となっているが、民法上の 10年に見

直すこと。区画整理事業は前例のないかさ上げ・盛土を行っており、防集事業と同様に、

土地の陥没や崩壊等への補償など対応を行うようにすること。 
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4） 防災集団移転促進事業の移転元地の利活用に取り組むとともに、国に対し必要な事業

費の確保を求めること。 

5） 復興事業により整備した水門・陸閘等の維持管理費の確保を国に求めること。 

 

六、被災地の新たな町づくりに対応した公共交通の確保を進めること 

1) 防災集団移転促進事業などによって高台に住宅団地や災害公営住宅が整備されている

ことから、団地と中心市街地、役場、病院、学校等を結ぶ新たな公共交通網の整備に取り

組むこと。国に対し新たな被災地公共交通確保を支援する事業を強く国に求めること。デ

マンドタクシーや有償ボランティアによる交通確保など多様な交通手段に対する支援を行

うこと。 

2) 大震災津波・台風 19号災害から復旧した三陸鉄道の利活用に官民挙げて取り組むこと。 

3) JR大船渡線については、地元の要望を踏まえたBRTの運行の改善を図ること。全線開通

80年余の歴史を踏まえ、鉄路での復旧について再検討を求めること。気仙沼駅～陸前矢

作駅間の鉄路での運行再開を求めるとともに、新幹線への合理的な接続など住民の要望

に応えた BRTの運行を確保すること。 

4) JR山田線の利用しやすいダイヤの改正を JR東日本に強く求めるとともに、宮古市・盛岡

市と協力して利用促進を図ること。 

 

七、子どもも高齢者もみんなが暮らし続けられる地域社会に―福祉と教育の再生を 

1) 被災地の高校、小・中学校への通学の足の確保とスクールバスの確保に取り組むこと。 

2) 被災地での放課後の居場所と学習支援を継続すること。 

3) 被災地への教員の加配措置（今年度、小中で 76人、県立学校で 38人）を継続し、スクー

ルカウンセラー（今年度巡回型カウンセラー12 人）、スクールソーシャルワーカーの配置を

強化し、児童生徒の心のケアの取り組みを強化すること。教員等の宿舎の確保に努めるこ

と。 

4) 被災児童生徒を対象とした「いわての学び希望基金奨学金給付事業」(今年度 250 人)の

拡充をはかること。被災高校生を対象とした奨学金制度(実質給付制、今年度４７人)、大

学等進学支援一時金給付（94 人）の活用を図ること。被災児童就学援助制度の継続を求

めること。 

5) 震災孤児（94 人）・遺児（490 人）に対する支援を強化すること。児童福祉司・児童心理司

を大幅に増員し、養育里親への支援も強化すること。 
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八、高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を津波の教訓を国内外に発信・伝承す

る施設として積極的に活用し、震災遺構の保存と活用、観光と教育旅行で交流

人口の拡大を 

１） 陸前高田市に整備された高田松原津波復興祈念公園・津波伝承館を、津波の教訓と復

興の姿を国内外に発信・伝承する施設として積極的な活用を図ること。県内の震災遺構

の保存と活用に取り組み、ネットワーク化を図ること。★ 

２） 津波伝承館、震災遺構等を生かした修学旅行・教育旅行、研修旅行、復興応援バスツア

ー・三鉄ツアーの取り組みを強化し、交流人口の拡大に努めること。 

３） 三陸防災復興プロジェクトの取り組みと成果を踏まえて、来年度も継続的な取り組みを進

めること。三陸復興国立公園、三陸ジオパークを生かした滞在型の観光の取り組みを強

化すること。 

４） 陸前高田オートキャンプ場モビリアのリニューアル整備を早期に行うこと。 

 

九、応援職員の確保と 2022年度以降も必要な復興事業の継続と、復興財源の確保

を求めること 

1) 今年度も県内外から 70人の応援職員（12月 1日現在）が被災市町村に派遣されました。

県には 13人が派遣されました。来年度の応援職員の必要数は陸前高田市の 29人、大

槌町 6人、合計 35人となっています。必要数を確保するよう取り組むこと。 

2) 2022年度以降も被災者の心のケアや「孤独死」を出さない要支援者の見守りとコミュニテ

ィ確立、生業の再生と新たなまちづくりの取り組みを進めること。5年間の機械的な期限に

限ることなく、必要な復興事業の継続と復興財源の確保を求めること。★ 

3) 復興交付金事業の効果促進事業に代わる自由度の高い財政措置の継続と確保を求め

ること。 

 

十、原発災害―除染・廃棄物処理と早期の全面賠償を、即時原発ゼロの実現と再生可能エ

ネルギーの最大限の普及を 

1） 三陸沿岸漁業に重大な影響を与える東京電力福島第一原発の汚染水の海洋投棄に強く

反対し、海洋投棄によらない技術開発と処理を求めること。★ 

2） 汚染された稲わらや堆肥、牧草、ほだ木の汚染発生量は、59194ｔで、処理量は 46755ｔ、

79％、保管量は12438ｔ（9月末現在）となっています。道路側溝汚泥の一時保管は一関市で

16箇所となっています。汚染状況重点調査地域における除去土壌の現場保管量は 3市町

で 26459㎥となっており、国の責任で早急に処理・対応するよう強く国に求めること。 
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3） 原木シイタケの価格低迷とシイタケ原木の高騰の中で、国の責任で原木シイタケ等の産地

再生に向けた総合的な対策を実施するよう国に求めること。原木の購入経費を支援する

「特用林産施設体制整備復興事業」を来年度以降も継続するよう強く求めること。 

4） 被害の実態に即した全面的な賠償を早期に実施すること。県・市町村の放射線影響対策

に要した経費（150億 3308万円の請求に対し、支払い合意は 128億 2740万円、85.3％）

の全面的賠償を強く求めること。 

5） 農用地及び森林の汚染実態を把握し、詳細な汚染マップを早急に作成するとともに、関係

機関の英知を結集して除染方法の開発・実証を進め、除染を急ぐこと。 

6） 「即時原発ゼロ」の実現をめざし、原発の再稼働に反対すること。 

7） 岩手にも影響を及ぼし、宮城県民の 7割が反対している女川原発の再稼働に反対するこ

と。 

 

十一、2016 年台風 10 号災害、2019 年台風 19 号災害からの復旧・復興の課題につ

いて 

 

2019年10月12日～13日に岩手県沿岸部を直撃した台風 19号災害は、東日本大震災津波、

2016年台風 10号災害からの復興の途上での災害となりました。9月 1日現在、死者 3名、重軽

傷者 7名、住家被害は全壊 46世帯、半壊 842世帯（うち大規模半壊 55世帯）、一部損壊 923

世帯、床上浸水 148世帯、床下浸水 1028世帯、合計 2987世帯、被害総額 302億円余に及ぶ

甚大な被害となりました。9月 1日現在、生活再建の状況は、5市町村で 12戸が応急仮設住宅に

入居しています。被災者生活再建支援金（宮古市、釜石市、久慈市、山田町に適用）の基礎支

援金決定件数は 116件、加算支援金決定件数は 69件、県独自の被災者生活再建支援金の基

礎支援金は 759件、加算支援金は 7件となっています。宮古市や久慈市、釜石市、山田町等が

全壊・大規模半壊の住宅再建に 200万円の大震災並みの独自支援を打ち出していることも重要

です。 

災害復旧状況は、農林水産部関係で 219カ所すべてで発注、207カ所、94.5％が完成済み、

県土整備部関係では 885カ所のうち 878カ所、99.2％で発注、558カ所、63.1％が完成済みとな

っています。砂防事業では 5市町 20カ所で砂防堰堤等を整備中です。国の地域企業再建支援

事業費補助（市町村に 4分の 3補助）は 8市町村で 101件 2億 9717万円となっています。今年

度県内外からの応援職員は 19人の必要数に対して 4市町村で 13人の確保となっています。 

2016年 8月 30日に発生した台風 10号災害から 5年 3 ヶ月余が経過しました。7月末現在、

死者 28人（うち災害関連死 6人）、行方不明 1人となっています。住家被害の状況は、全壊 4７8

件、解体 59件、大規模半壊 534件、半壊 1943件となっています。被害総額は 1428億円余で、

復旧事業も進められています。被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請件数は 1041件、加

算支援金は 764件となっています。県独自の半壊への支援金は 1623件、床上浸水 44件です。

宮古市、久慈市、岩泉町は住宅再建に 200万円の独自補助を行っています。住宅確保状況は、
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自宅再建・補修済みは 648件、公営住宅等は 314件、自宅が 50件となっています。岩泉町では、

災害公営住宅を 63戸、被災者移転地は 26区画を整備し、希望者に引渡しされています。 

災害復旧工事（県及び市町村）は、公共土木施設等復旧事業1891箇所中1880箇所（99.4％）

で完成、農林水産施設復旧事業で 654箇所すべてが完成しています。 

岩泉町と宮古市が、台風被災者の医療費免除の取り組みを実施してきたことは重要です。岩

泉町の生活橋の再建は、被災した 73箇所中 51箇所が応急復旧済み、31箇所が本復旧済み、

今年度中に 9箇所が本復旧の見込みです。町独自に寄付金で対応することになっていますが、

いまだに見通しが立っていません。国に独自の支援策を求めるとともに。県としても支援策を講じ

るべきです。 

 

１、台風 19号災害からの復旧復興について 

① みなし仮設に 12世帯が入居しており、被災者の住宅再建と住宅確保に全力を挙げること。 

② 内水氾濫や溢水によって浸水被害が発生した河川については、再び水害が起こらないよう

な河川改修を早急に実施すること。土砂の堆積や流木の撤去などの対策を講じること。公共

土木施設の復旧に取り組むこと。 

③ 繰り返し被害が発生している漁港施設（日の出漁港等）等は改良復旧を行うこと。人家に影

響を与える土砂災害については早急に復旧するとともに、農林漁業の施設等の復旧を急ぐ

こと。 

 

２、2016年台風 10号災害からの復興について 

① 大規模半壊以上の被害で補修で再建した世帯が 500世帯となっていることから、被災者の

住宅再建の実態を把握し、見守りを含め必要な支援を強化すること。 

② 被災した生活橋（73箇所のうち 40箇所が本復旧に見込み）の復旧整備を、寄付だけに頼ら

ず早期に進めるよう国・県の支援を行うこと。 

③ 商工観光関連の事業者は、復興の途上で新型コロナ禍に直面しており、必要な支援策の活

用とともにきめ細かな支援を継続強化すること。 

④ 河川改修事業の完了が 2022年度となっている小本川（上流・下流）工事、21年度となって

いる安家川の着実な工事の推進に取り組むこと。 

⑤ 引き続き、必要な応援職員（今年度岩泉町に７人、来年度３人）の確保に取り組むこと。 

 

十二、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震」への対応を急ぎ、東日本大震災津波、

台風 19 号災害・2016 年台風 10号災害の教訓を生かした防災・減災対策の抜

本的強化を★ 

 

内閣府は昨年4月21日に、「日本海溝・千島海溝沿いにおける最大クラスの地震・津波につい

て」の検討結果を公表し、9月 11日には岩手県分について震度分布、津波高、浸水域の推計結
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果を示しました。推計では、津波高は東日本大震災並みかそれを上回る地域もあります。防潮堤

が破堤したとする推計では、野田村、釜石市、久慈市、宮古市、洋野町で庁舎が浸水するとして

います。地震・津波の頻度は 300～500年とされ、切迫している状況です。東日本大震災津波の

経験を生かし、真剣に対応することが必要です。情報を県民に積極的に提供し、市町村の取り組

みを支援することが求められています。 

全国でも県内でも毎年大規模な災害が発生しています。自然災害から国民・県民の命と暮らし

を守ることは国政・県政の最優先課題です。世界でも有数の災害大国日本ですが、災害対策は

決して進んでいるとは言えません。さらに深刻なことは、災害で助かった被災者が劣悪な避難生

活の中で、震災関連死で多数が犠牲となっていることです。戦後最大の被害となった東日本大震

災津波からの復興に取り組んできた岩手県こそ、台風 19号災害、2016年台風10号災害の経験・

教訓も生かし、防災・減災対策の先進的な取り組みを進め、震災の教訓とともに災害対策でも全

国の教訓となる取り組みを進めるべきです。 

 

１） 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震・津波への対応に緊張感をもって早急に取り組むこと★ 

① 「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震と最大クラスの津波浸水想定」を踏まえ、浸水予想のシ

ュミレーション等の情報を市町村、県民に積極的に提供すること。県として具体的な対応策、

方針を早期に示すこと。 

② 新たな津波浸水想定に基づく避難路や避難施設等の整備への国の財政支援を強く求めるこ

と。 

２） 津波対策でも豪雨災害でも早期の適切な避難が最大の課題です。 

① 津波対策では、地震発生後すぐに避難ができるように、安全な高台の避難場所への実践的な

避難訓練を行うこと。避難誘導は地震発生後15分までとするなど安全確保策を徹底すること。 

② 大雨豪雨時の避難対策は、明るいうちの早期の避難を進めるために、気象庁等の台風・大雨

情報を踏まえ、早めの避難指示の徹底を重視すること。新たな避難情報の内容を周知徹底す

ること。岩泉町の取り組みを踏まえ安全な避難場所を確保すること。 

③ 想定最大規模の洪水ハザードマップの作成を急ぎ、地区ごとに周知徹底を図ること。土砂災害

警戒区域等の指定を促進し、地域住民への周知徹底と避難計画等の取り組みを進めること。 

④ 高齢者や障がい者など要支援者名簿に基づく個別支援計画の作成（5月 1日現在、25.1％）

を徹底し、自主防災組織等による実践的な避難訓練を実施すること。 

⑤ 洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある高齢者施設や障がい者施設の非常災害対

策計画の策定を徹底するとともに、実践的訓練を定期的に実施するようにすること。 

３） 震災関連死を出さない避難場所の抜本的改善を 

① 新型コロナ禍の下で、発展途上国以下といわれる体育館等の雑魚寝の避難場所を、国際赤

十字が提唱するスフィア基準（一人当たりの居住空間 3.5㎡、最低トイレ数・初期は 50人に 1

基、その後は 20人に 1基、女性対男性は 3：1）をもとに、早急に改善を図ること。ホテル・旅

館等の宿泊施設の活用を積極的に図ること。 
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② 高齢者や障がい者など要支援者、乳幼児を抱える家族等については安心して避難できる場

所の確保を行うこと。ホテル・旅館の活用、福祉避難所の指定と活用を図る具体的取り組み

を進めること。ペット同伴の避難場所を確保すること。 

③ 避難所でのプライバシーの確保のため、段ボールベッドは必要数を 48時間以内に確保する

こと。夏場は冷暖房付きのテントの設置を行うこと。仮設トイレは洋式仮設トイレを確保するこ

と。 

④ 暖かいバランスの取れた食事を提供すること。 

⑤ 在宅避難者の実態を把握し、避難所と同様の支援を行うこと。 

⑥ 東日本大震災津波等の震災関連死の検証を行い、震災関連死を出さない具体的な対策を

講じること。 

４） 災害ケースマネジメントに基づき、継続的な支援を行うこと。 

① 東日本大震災津波からの取り組みの教訓を生かし、災害ケースマネジメントを導入し、被災者

一人一人の状況と復旧・復興の段階に応じた必要な支援が継続的に行われるようにすること。 

② 一人暮らし高齢者等要支援者の見守りを強化し、被災者が助け合い共同して自発的な活動

ができるコミュニティの形成・確立に取り組むこと。 
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【第三部】 県民の命とくらしを守る新たな県政めざして 

 

一、子どもの医療費助成を拡充し、高すぎる国保税の引き下げ、特養ホームの

待機者解消で県民のいのちとくらしを守る医療･福祉･介護の改善･充実を 

 

 新型コロナ禍の下で、医療、介護、保育など県民の命とくらしを守る取り組みを強化・拡充すること

は緊急の課題となっています。 

2018年度から国民健康保険の都道府県化が実施されました。国保の最大の問題は、中小企業の労働者

が加入する協会けんぽと比べて約 2倍も高い国保税が課せられていることです（年収 400万円、4人家

族、片働き、夫婦とも 39歳以下の場合、盛岡市の国保税は 40万円、協会けんぽの保険料は 19.8万円）。

高すぎる国保税の格差是正は国の責任であり、最優先の課題です。全国知事会が求めている 1兆円規模

の公費負担の大幅な増額で協会けんぽ並みに国保税の引き下げをはかり国保の構造的問題を打開すべ

きです。また、緊急の対策として子どもの均等割りの免除・軽減を実施すべきです。 

高すぎる国保税の引き上げを抑えるために、市町村が一般会計から繰り入れすることは住民の暮らし

を守るうえで当然のことです。昨年度、8市町村が一般会計から繰り入れし高すぎる国保税の値上げを

抑えていることは重要です。さらに滞納者から正規の保険証の取り上げ、差し押さえなどの滞納処分を

行うことは、「住民の福祉の増進を図る」という地方自治の本旨にもとるものです。 

子どもの医療費助成を拡充することは切実な課題です。県は昨年 8月から中学校までの医療費助成の

現物給付化を実施したことは県民の願いにこたえる積極的なものです。県内では、高校生までの医療費

助成が 28市町村に拡充され、中学校までが 5市町となっています。高校生まで現物給付化を拡充する

ことは現実的課題となっています。所得制限と一部負担の解消も課題です。 

介護保険が実施されて 20年になりますが、これまで 6回の介護報酬改定ではマイナス改定が 4回に

も及び、介護利用者のサービスが削減される一方で保険料が約 2倍に引き上げられ、介護職員の待遇悪

化で職員の確保ができない介護崩壊の危機に直面しています。国の負担による介護報酬の大幅な引き上

げが必要です。介護労働者の抜本的な待遇改善は急務の課題です。また、今年 8月から、低所得者に対

する補足給付の見直しによって入所者に大幅な負担増が強いられています。「いわての介護を良くする

会」の調査では、入所者の約 2割で月 2万円～11万円、平均 4万円の負担増となっています。 

厚労省による 430病院を名指しした公立・公的病院の再編統廃合の提案は、感染症対策を全く考慮せ

ず、機械的な試算によるもので、地域医療の実態を無視するもので撤回すべきです。岩手県にとって必

要なことは、絶対的に不足している医師の増員と確保で地域医療の充実を図ることです。 

 

１、 子どもの医療費助成は、高校卒業までの現物給付化を早期に実施すること。 

１） 子どもの医療費助成は、市町村ではすでに 28市町村が高校卒業までの医療助成を実施しており、

高校卒業までの現物給付化を早期に実施するよう取り組むこと。★ 
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２） 県単独医療費助成については小学校通院まで拡充すること。一部負担（通院、医療機関ごと月

1500円、入院月 5000円）を見直し無料化を復活すること。所得制限を撤廃すること。 

３） 国に現物給付化に対するペナルティーの廃止を強く求めること。 

２、 高すぎる国保税は協会けんぽの水準まで引き下げ、子どもの均等割りは免除・軽減すること。

滞納者に対する保険証の取り上げはただちに中止すること。 

１） 国保税加入者は低所得者・無業者・高齢者が多く、協会けんぽと比べても 2倍も高い国保税が課

せられています。国庫負担の大幅な増額（全国知事会は 1兆円の公費投入を要望）で国保の構

造的問題の打開を図り、協会けんぽ並みの水準まで国保税の引き下げを実現すること。★ 

２） 全国知事会が要望し、宮古市・陸前高田市が実施している「子どもの均等割りの免除」を国の責任

で実施するよう求めるとともに、県内市町村でも「子どもの均等割りの免除・軽減」に取り組むこと。

「均等割り」「平等割り」など人頭税型の「応益割」の軽減・撤廃をもとめ不合理な仕組みを是正する

こと。★ 

３） 新型コロナ感染者に対する傷病手当については、個人事業主も対象にするよう取り組むこと。 

４） 高すぎる国保税の引き下げのために、県の独自補助を実現し、市町村の繰り入れも行うようにする

こと。国保法 44条に基づく生活困窮者の窓口負担（一部負担金）の減免を積極的に進めること。 

５） 「決算補てんを目的とした法定外繰り入れは解消に努める必要がある」「県内統一保険料をめざ

す」としている第 2期岩手県国保運営方針は見直し、高すぎる国保税の引き上げを抑えることを基

本に、市町村独自の一般会計からの繰り入れを認めること。市町村独自の減免制度を具体的に

制定し、低所得者に対する保険料の軽減、一部負担金の軽減の取り組みを進めること。★ 

６） 盛岡市の取り組みを踏まえ、滞納者に対する資格証明書の発行、短期保険証の発行はやめ、未

交付は直ちに是正すること。滞納者への資産等の差し押さえを見直すこと。 

７） 滋賀県野洲市、盛岡市の取り組みに学び、「滞納は生活困難のシグナル」の立場で、滞納者への

生活支援を抜本的に強化し、部局横断的支援体制を確立すること。★ 

８） 後期高齢者医療保険の医療費窓口2割負担の導入に反対すること。低所得者に対する軽減措置

の継続と差別医療の撤廃を求めること。滞納者に対する短期保険証の発行、資産の差し押さえは

やめること。★ 

９） 在宅酸素療法患者の負担軽減をはかるため、障害者医療費助成制度の対象を３級まで拡大する

こと。 

３、 国庫負担の増額で介護崩壊を食い止め、だれもが安心して利用できる介護保険の改善を 

１） 介護施設等高齢者施設に対する新型コロナ感染症対策を徹底すること。介護従事者と利用者に

対する PCR検査の実施、衛生用品・防護具等の支給、介護事業者への減収補填を行うこと。 

２） 全産業の平均と比べ月 9万円以上も低い介護労働者の抜本的な待遇改善を図ること。実態に合

わない人員配置基準（現行 4対 1）を 2対 1に改善すること。人員・施設基準の緩和は絶対に行わ

ないこと。★ 

３） 特別養護老人ホームの緊急増設に取り組み、待機者解消の計画を立て、待機者（4311人、在宅

1262人、早期入所が必要 833人、4月 1日現在）が増加する一方で、3年間の整備計画は 504
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床にとどまっており、待機者の解消に特別の取り組みを行うこと。小規模特養に偏重することなく低

所得者も入所できる多床室の特養ホームも整備すること。施設整備への補助を増額すること。 

４） 今年の 8 月から低所得者に対する補足給付の見直しによって大幅な負担増が強いられています。

居住費、食費の負担増によって退去せざるを得ない高齢者の実態、負担増の実態を調査し、特

別の対策を講じること。★ 

５） 介護老人保健施設、グループホームの整備、小規模多機能型施設、宅老所などの増設に積極的

にとりくむこと。介護療養病床の廃止（2017年度末で廃止、23年度末まで経過措置）に対応し必

要な介護医療院への転換・確保を図ること。 

６） 訪問介護利用者の 7割が使う生活援助の基準時間の短縮と介護報酬の引き下げ、予防給付の制

限の狙う「介護予防・日常生活支援総合事業」の撤回と見直しを求めること。 

７） 高齢者の状況が変わらないのに介護度が軽くなる介護認定制度の改悪を見直すこと。要介護認

定制度や利用限度額は廃止し、専門家の判断で必要な介護を提供できる制度に改善するよう国

に求めること。訪問介護、通所介護、福祉用具の利用制限などの「介護の取り上げ」をやめること。 

８） 全国最低の居宅サービス利用量となっている実態と課題を検証し、対策を講じること。介護サービ

スを利用していない在宅要介護高齢者の実態調査を行うとともに、花巻市で実施している在宅介 

護者訪問相談員の取り組みを広げること。在宅介護世帯への補助・支援を強化すること。 

９） 愛知県大府市の取り組みを参考に、認知症患者が安心して地域で暮らせる取り組みと体制の整

備を進めること。認知症への正しい理解を広げ、認知症の早期発見・診断、初期の相談・家族へ

の支援から終末期のケア・看取りまで、医療、保健、介護、福祉が緊密に連携して切れ目のない 

支援が行われる体制を構築すること。 

１０） 地域包括支援センターに対する市町村の責任を明らかにし、福祉・介護・医療・公衆衛生などの

各分野が連携して、高齢者の生活を総合的に支えていく拠点として発展させること。 

４、 公立・公的病院の機械的な再編統廃合は中止し、医師・看護師等の大幅増員・確保で、だれ

もが安心して受けられる地域医療の確立を 

１） 厚労省が唐突に公表した全国 430の公立・公的病院の再編統合リストは、医療費削減と病床削減

をめざすことを目的に、機械的な基準で地域医療と地域病院の役割を無視したものです。何よりも

新型コロナ対応の感染症対策が欠落したものであり撤回を求めること。絶対的な医師不足の中で、

医師の大幅な増員と確保を図り、新型コロナ対応でも重要な役割を果たしている公立・公的病院

の充実を実現すること。★ 

２） 「医療費適正化計画」「地域医療構想」「国保運営方針」による病床削減、給付費削減に反対し、

だれもが安心して医療が受けられる地域医療を確立すること。 

３） 医師不足解消へ、国の責任で医学部定員を 1.5倍加し、OECDなみ（14万人増）に医師を増員す

ること。引き続き「地域枠」の確保や医師奨学生の拡充と地域病院への配置を進めること。 

４） 産科・小児科・救急医療などの医師確保の取り組みを特別に重視して具体的な対策を講じること。 

５） 県内どこにいても安心してお産ができるように周産期医療体制の確立に取り組むこと。院内助産、

産前産後ケアの取り組みを強化し、開業助産院への支援を行うこと。 
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６） 不妊治療費助成を拡充するとともに、不妊専門相談の実施と不妊症看護認定看護師を養成する

こと。 

７） 看護師の大幅増員で安全でゆきとどいた医療を実現すること。「夜勤は複数、月 8日」という人事

院判定を厳格に実施すること。看護師に負担を強いる夜勤二交代制や夜勤専従を強要しないこと。

看護師確保の奨学金制度の活用と拡充を図ること。 

５、 感染症対策―新型インフルエンザ、ヒブワクチンなどの対策を強化すること 

１） 新型インフルエンザに対応する医療機関の体制の強化を図ること。水際検疫体制の確立、ワクチ

ンなどの製造システムの確立、地域の医療・保健体制の抜本的強化、抗インフルエンザ薬とプレ

パンデミック・ワクチンの備蓄量の確保などに取り組むこと。新型インフルエンザワクチンの優先接

種者に対する周知を徹底し、負担軽減策を実施すること。 

２） はしか・風疹対策を進め、国の責任でワクチンを備蓄し、追加接種が必要な人には公費助成を行

うこと。 

３） ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、保護者の負担軽減・無料化など、制度のさらなる充実

をめざすこと。子宮頸がんワクチンは、副作用の深刻さを重く受け止め、接種勧奨は再開せず、疫

学調査など徹底した検証を求めること。 

４） ノロウイルス対策を強化すること。おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、ロタウイルスワクチンの定期接種化を

進めること。ＨＩＶ、梅毒、クラミジアなど性感染症の予防・治療を進めること。 

５） エボラ出血熱、デング熱などへの対応策を講じること。 

６） 保健所の体制を抜本的に強化すること。保健師を大幅に増員すること。 

６、障がい者権利条約、「基本合意」「骨格提言」に基づいた障がい者施策の実施を 

1） 障がい者権利条約の批准にふさわしく、「基本合意」「骨格提言」に基づいて障がい者総合支援

法を見直し、以下の内容で障がい者総合福祉法制の実現を求めること。 

①応能負担は速やかに廃止し、利用料は無料にすること。②障がい者サービスの支給決定は障

がい者の実態、特性、希望を反映するものとすること。③内部障害、発達障害、高次脳機能障害、

難病・慢性疾患などあらゆる障がい者を対象にすること。④地域生活支援事業の予算を義務経

費化し、必要なサービスの量と質を保障すること。⑤相談支援をはじめすべての障害福祉サービ

スの抜本的な報酬の引き上げをはかること。 

2） 障がい者が 65歳になると障害福祉サービスから介護保険サービスに半ば強制的に移行させられ

利用料が発生する制度の撤回・見直しを求めること。介護保険サービスの利用者負担軽減を要

支援の障がい者も対象とするよう改善を求めること。 

3） 地域で豊かな生活を保障すること。 

家族介護を脱却し、必要な支援を受けながら障がい者が暮らせるように基盤整備を進めること。

そのために、①バリアフリー対応の公営住宅の整備、入所施設、グループホームを計画に基づい

て整備すること。②在宅支援のために、家族の休息を保障するショートステイの増設や、「医療的

ケア」を必要とする人たちへの支援策を拡充すること。③ホームヘルプサービスや移動支援の拡

充など在宅支援を拡充すること。緊急時の支援システムを確立すること。 
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4） 障がい者の高齢化が進行する中で、市町村に地域生活拠点施設の整備を進めること。 

5） 労働・雇用の保障 

① 就労継続支援 A型、B型の整備を早急に進めること。 

② 法定雇用率の引き上げを厳守させること。2018年度から始まる精神障がい者の雇用義務化を確

実に実施すること。 

③ 障がい者が職場に定着できるように相談体制とジョブコーチの増員を行うこと。障がい者の医療の

拡充を図ること。 

6) 障がい者の療育や保護者支援 

障害を自己責任とする契約制度や応益負担はやめて、無料で療育福祉を利用できるようにする

こと。通所施設の整備、児童発達支援センターの機能強化、保育所等訪問支援事業の保護者負

担をなくすこと。放課後デイサービスの整備・拡充を図ること。 

7) 教育の保障 

① 特別支援学校の新たな「設置基準」を踏まえて、特別支援学校の施設整備を進め教室不足（39）を

解消すること。 

② 看護師の配置で普通学級に通学できる医療的ケア児に対する支援を強化すること。★ 

③ 通常学級における特別支援教育の充実を図るため、学級定数を引き下げること。 

④ 教職員の増員や施設設備のバリアフリー化など教育環境を整えること。 

8) 障がい者や難病の医療費は、優先して無料化をめざすこと。自立支援医療の無料化を求めること。

重度心身障がい者（児）医療費助成制度を、国の制度として確立し窓口無料化を求めること。 

9) 県議会での請願採択を踏まえて、「手話言語条例」の早期制定に取り組むこと。 

10) 鉄道・バスなど障がい者の交通運賃の割引制度を精神障がい者も対象にし拡充すること。参政権、

情報の保障に取り組むこと。 

11)  「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」の制定をふまえ、障がい者

に対する差別と偏見を解決する体制と仕組みを構築すること。 

７、難病法を拡充し、総合的な対策の推進を 

１） 難病医療費の新制度については、対象疾患が増加（56から 333疾患）しましたが医療費助成受

給者数は伸びていません。月額上限額の引き上げと「軽症」の場合対象外となっているからです。

市町村民税非課税世帯も新たな負担増となるなど、難病患者が新たな負担増とならないように、

患者の実態を踏まえた対応を行うこと。低所得者と重症患者の負担はなくすこと。患者数による線

引きは中止すること。 

２） 申請手続きを簡素化し、経過措置の 5年以内の見直しに向けて実態調査を行うとともに、継続し

て医療費助成を受けられるようにすること。医療費無料化を求めること。 

３） 小児期特有の問題解決のための総合的な施策の展開をはかること。 

４） 難病相談支援センターの充実、相談員の待遇改善など総合的対策を強化すること。 
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8、 生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利用できる制度に改善を 

１） 自公政権が行った生活保護費削減・生活扶助費の 15％カットを緊急に復元し、支給水準を生存

権保障にふさわしく引き上げるよう求めること。★ 

２） 新型コロナ禍のもとで、「貧困と格差」の広がり、生活保護申請者が増加しています。「生活保護

は憲法 25条に基づく国民の権利です」としおりやポスターに明記し、申請の門前払いを根絶する

こと。名称も「生活保障制度」に改め、権利性を明確にし、生存権保障にふさわしい制度に改革

するよう求めること。★ 

３） 「ワンストップサービス」で、どの窓口からでも生活保護にアクセスできるようにすること。窮迫した

人には即時対応できる制度・体制に改善すること。 

４） 扶養照会はやめること。自動車の保有やわずかな預貯金などの「資産」を理由にし、保護利用を

拒む運用を改めること。★ 

５） 生活保護基準以下で働いている母子家庭の生活保護受給を進めること。「就労支援」の名による

切り捨てを許さないこと。国民の分断を狙った卑劣なバッシングを許さないこと。 

６） 生活困窮者のサポート体制を抜本的に強化すること。生活保護家庭の子どもの学習支援の取組

を抜本的に強化すること。 

９、「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を推進すること。 

１） 「がん対策推進条例」の制定をふまえ、総合的ながん対策を推進すること。 

２） 各種がん検診体制を抜本的に強化すること。がんの予防に当たっては喫煙率低下（成人 20％未

満）の具体的な取り組みを強化すること。 

３） どこにいても必要な治療・検査が受けられる医療体制の整備に取り組むこと。 

４） 緩和ケア病棟の整備と在宅緩和ケアの整備を進めること。 

５） 受動喫煙防止対策を徹底し、受動喫煙防止条例を制定すること。官公庁・公的施設は敷地内全

面禁煙とすること。議会棟も喫煙室を廃止し全面禁煙とすること。★ 

10、被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北メディカルメガバンク事業について 

１） 究極の個人情報というべき被災者の遺伝子情報の調査・分析を目的とするいわて東北メディカル

メガバンク事業については、被災者等に対する丁寧な説明と包括的合意を大前提に進めること。 

２） 遺伝子情報の保護と活用については、岩手医科大学と関係市町村において滋賀県長浜市の「長

浜ルール」を参考に、しっかりした協定を締結して進めること。 

３） 遺伝子情報の調査分析については、以上の対策が講じられるまで中止するよう対応すること。 

４） 沿岸地域の病院への医師派遣や被災者の健康診断等の取り組みを積極的に行うよう求めること。 

11、県民の暮らしを守る消費者相談活動など消費者行政を強化すること。 

１） どこに住んでいても消費者の相談に対応できるように市町村での配置を進めるとともに、県の配

置も後退させないこと。県として研修活動を強化すること。 

２） 盛岡市消費生活センターの取り組みに学び、行政の各部局との連携を強め、解決するまで援助

すること。 

３） 専門職にふさわしく消費生活相談員の待遇を抜本的に改善すること。正規職員化をはかること。 
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二、医師・看護師の大幅増員、県立病院を拠点に地域医療を守ること 

 

「県下にあまねく医療の均てんを」という県立病院の創業の精神に改めて立ちかえり、県立病院

を地域医療の拠点に位置付け、医療・保健・介護の連携で地域医療を守るための取り組みを地域住

民とともに進めることです。 

新型コロナ感染症対策では、県立病院は 15病院が約 250床を感染症対策に確保し、9月末までに

15病院で 1067人（重症者 20人）の入院を受け入れてきました。大きな役割を果たしてきたことは

高く評価されるべきです。 

岩手県立病院等の経営計画（2019—2024）の実施状況は、医師の 21年度までの増員計画 40人増

に対し 34人でマイナス 6人となっています。初期研修医の確保がマイナス 16と大幅な減となって

いることが要因です。奨学金養成医師や臨床研修医の確保と即戦力医師招聘にさらに取り組むとと

もに、医師の待遇改善に取り組むことが必要です。今年度は釜石病院で出産・分娩ができなくなる

など、産婦人科医師の確保と地域周産期母子医療センターの機能を確保することは切実な課題とな

っています。県立病院のネットワークによる新専門医制度への対応を進めること。医療クラークや

薬剤師等を大幅に増員し、地元医師会や開業医との連携を強化するなど医師を支える具体的な対策

を実行すること。 

看護師の確保は、経営計画の増員計画は 21年度までに 39人に対し 65人の増員となりましたが、

計画そのものがあまりにも少ないのが問題です。9日夜勤は今年度第一四半期で 576人と前年の 364

人を大幅に上回っています。看護師不足と労働実態は深刻となっており、不十分な経営計画（2019

～2024で 66人増）を見直し、大幅な増員による労働条件の抜本的な改善が急務です。 

無床診療所化した地域の入院機能と地域医療の確保についても、県と県医療局が責任をもって地

元自治体・地域住民と協議し、取り組むことが必要です。 

県立病院の経営問題の要因には、国の医療費削減政策による医師不足、診療報酬引き下げ、地方

交付税の引き下げ、消費税の増税（2020年度までの累計負担額 725億円余、うち医療局負担額 201

億円余）があります。国の医療政策の根本的な転換を実現し、県立病院と地域医療を守るべきです。 

 

１、 新型コロナ感染症対策の実績を踏まえ、厚労省の公立・公的病院の機械的な再編統廃合計

画の撤回を求めること。大幅な医師の増員による県立病院の充実と地域医療の確保に取り組

むこと。★ 

２、 県立釜石病院の建て替え・改築に取り組むこと。再建整備された県立高田・大槌・山田病院

の医師確保に全力を上げ、診療機能の強化を図ること。★ 

３、岩手県立病院の経営計画（2019—2024）に基づき、81人の医師の増員・確保に全力を上げる

こと。医師を支える具体的な取り組みと体制を抜本的に強化すること。 

１） 奨学生の確保と奨学生養成医師の配置、臨床研修医・後期研修医の確保、新専門医制度への対応、

即戦力医師の確保に今まで以上に系統的に取り組むこと。岩手医科大学、東北大学等に対する医師

派遣を強く求めること。医師の待遇改善などに積極的に取り組むこと。★ 
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２） 医師を支える医療クラークを大幅に増員するとともに、看護師、臨床検査技師、薬剤師などの大幅な

増員を図ること。医師の労働条件の改善に取り組むこと。 

３） 地元医師会、開業医との連携を強化し、初期救急・夜間救急の確立や広域基幹病院等との連携など

にも取り組むようにすること。 

４） 地域医療・高齢者医療を担う総合医の養成と配置に取り組むこと。 

４、産婦人科医師の養成・確保に今まで以上に取り組み、地域周産期母子医療センターの機能を

維持すること。2次医療圏でお産ができる体制をめざすこと。院内助産を進めること。★ 

５、看護師の大幅増員を実現すること。 

１） 「経営計画」（2019—2024）の看護師増員計画（66人）を見直し、看護師の大幅増員で月 8日以内の夜

勤を厳守し、月 9日以上の夜勤を解消すること。夜勤専任看護師、夜勤 2交代制の導入は労働組合と

の合意を前提に一方的に強行せず見直すこと。 

２） 全ての看護師が年 5日以上の年次休暇を取得することはもとより、いわて県民計画で示した 2022年ま

でに年休取得を 75％に引き上げる計画の達成めざすこと。年次有給休暇が自由に取得できる労働条

件の抜本的な改善を図ること。出産・育児休業等による正規看護師による補充、子育て中の短時間勤

務の徹底を図ること。 

３） 看護師は三交代勤務でも過酷な中で、さらに過酷な夜勤二交代制や夜勤専従などの一方的な導入、

強要は行わないこと。 

４） 遠野病院での超過勤務の不払い問題を教訓にして、超過勤務の申請ができるよう各病院に徹底する

こと。勤務時間外の研修等は超過勤務の対象とし、出勤時間・退勤時間を客観的に把握し、サービス

残業をなくすこと。超過勤務の縮減に取り組むこと。 

６、無床診療所化された診療センターの取り組みについて 

１） 民間移管による有床診療所の運営が破たんした花泉診療所については、県と県医療局が責任を持

って地域医療の確保と信頼回復に努めること。有床診療所復活に向けて取り組むこと。 

２） 県立沼宮内診療センターの民間移管への検討を検証し、入院機能の回復をめざすこと。花泉診療

所の教訓を生かし、県医療局と岩手町の責任が果たされるよう再検討すること。 

３） 無床化された紫波、花泉、大迫、九戸、住田の各地域診療センターについては、県が責任を持って

地域住民が求める地域医療の確保のための話し合いと対策を講じること。医師確保の見通しを含め

入院ベッドの回復についても検討すること。 

７、地域医療の確保と高齢者医療の取り組みを強化すること 

1） 一関市立藤沢病院や奥州市立まごころ病院などの取り組みに学び、地域住民のニーズにこたえ、

医療・介護・福祉の連携を強化すること。 

2） 市町村立病院への支援と連携を強化すること。西和賀さわうち病院への医師派遣を引き続き進める

こと。 

８、国に対し、地域病院の医師確保、診療報酬の引き上げ、地方交付税措置の拡充を強く求める

こと。消費税 10％増税に反対し、5％への減税を求めること。 
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三、子どもの貧困対策を強化し、安心して子育てできる岩手県に 

 

日本の子どもの貧困率は 13.5％、7人に 1人の子どもが「貧困ライン」を下回っています（2019

年「国民生活基礎調査」）。なかでも深刻なのがひとり親世帯で貧困率は 48.1％、ＯＥＣＤ参加国

で最悪です。県内のひとり親家庭の就労率は 90.5％、月収 15万円未満が 48.6％（2018年度岩手県

ひとり親世帯等実態調査）を占めています。「岩手県子どもの生活実態調査報告書」では、特に母

子家庭において厳しい生活実態が浮き彫りになりました。「過去 1年間に医療機関で子どもを受診

させたほうが良いと思ったが、実際に受診させなかったことがある」と答えたのが就学援助世帯で

25.6％、中央値 1/2未満で 20.4％、「母子世帯の土曜日出勤」が不定期にあるも含めると 80％、

「母子世帯の日曜日出勤」は 60％に及ぶなど深刻な実態が明らかになりました。県は、実態調査結

果を踏まえて「子どもの幸せ応援計画」を策定し、「教育支援」「生活の安定に資するための支援」

「就労支援」「経済的支援」「被災児童等に対する支援」の 5つを重点施策に掲げ取り組むとして

います。実効性ある取り組みを推進する必要があります。子ども食堂の取り組みが県内 24市町村、

66箇所に広がり、その中で学習支援も取り組まれているのが 25箇所となっています。ネットワー

クもつくられました。生活困窮世帯等に対する子どもの学習・生活支援事業の昨年度の実績は、5

市 3広域振興局 8町村 812人で取り組まれ、今年度は県南・沿岸広域振興局で新たに家庭訪問等が

取り組まれています。 

経済的貧困を背景に児童虐待の相談件数は、昨年度 1376件（児相）で前年と比べ 51件の減少と

なっています。若い世代の雇用・賃金の立て直しとともに、子育て世代の困窮を解決し、くらしと

育児を応援する総合的な対策を進めることが必要です。 

保育所の待機児童は、4月 1日段階で 3市町・12人でしたが、隠れ待機児童は 11市町村・214

人となっており、その後さらに増加しています。国は認可保育所より基準の低い企業主導型保育（無

認可）や小規模保育を中心として、基準緩和と詰め込みで対応しようとしています。保育士の労働

条件の悪化と不足など保育の質が問われています。19年 10月から実施された「保育の無償化」は、

3～5歳は副食費が有償となり、0～2歳は非課税世帯のみが無償という矛盾と課題を抱えたもので

した。宮古市、大槌町、山田町、岩泉町、葛巻町、軽米町、普代村、野田村、九戸村の 9市町村は、

3～5歳も 0～2歳もすべて無償化としています。また、19市町村が 3～5歳の副食費を無償化し、

11市町村も一部世帯で副食費の無償化を実施しています。すべての市町村で保育料の実質無償化を

拡充すべきです。 

子どもは未来の主人公であり、社会の希望です。誰もが安心して子育てできる岩手県へ、総合的

な対策が求められています。 

 

１、子どもの貧困問題の解決へ本格的に取り組みを強化すること ★   

１） 「岩手県子どもの実態調査報告書」を踏まえ、子どもの貧困対策「子どもの幸せ応援計画」に本格的に

取り組むこと。 

① 小学校単位に子どもの居場所を設置するとともに学習支援の強化をはかること。 
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② ひとり親家庭・母子家庭への公的・経済的支援を拡充すること。児童扶養手当の削減措置をやめ、

支給額を引き上げること。長期の雇用確保に向けた就労支援、保育所の優先入所、公営住宅への

優先入所などを進めること。 

③ 子どもの医療費窓口無料化（現物給付化）を高校生まで拡充すること。（再掲）  

④ 岩手における子どもの貧困率も明らかにし、貧困削減の目標を示すこと。知事を本部長とする全庁

的な推進体制を確立し、県政の重点課題の一つとして県民運動として取り組むこと。 

２） 就学援助・児童扶養手当の拡充、授業料の無償化、給付制奨学金の実現を 

① 就学援助制度の周知徹底を図り、対象となるすべての生徒が申請・受給できるようにすること。対象

費目と金額の拡大を図ること。被災児童就学援助の継続を求めること。学校給食費の現物給付化、

修学旅行費用の概算払いを徹底し、経済的理由で修学旅行に行けない生徒をなくすこと。 

② 児童扶養手当の増額、とくに、全体の約 6割を占める第 1子のみの世帯への支援を拡充すること。

年 3回の分割支給を毎月支給に変え、現行 18歳までの支給を 20歳まで延長するよう求めること。

支給開始後 5～7年で手当てを最大 2分の 1に削減する仕組みを撤廃すること。 

③ 制服代、給食費、修学旅行の積み立てを含めた、義務教育の完全無償化をめざすこと。高校教育

の完全無償化と国の責任による給付金制度の確立を求めること。大学授業料を毎年引き下げ、10

年後に半額にすること。月額 3万円の給付制奨学金を 70万人規模に拡充すること。有利子の奨学

金はやめ、すべて無利子とすること。返済が困難になった人への救済措置を講じること。 

３） 子どもの学習・生活・居場所づくりへの支援を抜本的に強化すること。 

① 生活困窮世帯等の子どもの学習支援の取り組みを全市町村に広げ、自治体負担をなくすよう国に求

めること。 

② 子ども食堂の取り組みを全市町村に広げ、当面中学校区にまで広げること。子ども食堂のネットワー

クに対する支援を強化すること。 

③ 学童保育の増設と指導員の配置・待遇の改善、児童センターの拡充を図るとともに、一人ぼっちの子

どもをなくす多様な居場所を確保すること。 

４） 児童養護施設、乳児院、自立支援ホーム、里親など社会的養護のもとで生活する子どもたちに、きめ

細かな支援ができるよう、施設の小規模化、支える職員の配置基準の見直し、専門職の配置を行い、

職員の待遇改善を図ること。施設を退所する若者に、公営住宅の優先利用など住まいを保障し、独自

の給付制奨学金制度を確立し、進学・就労を継続的に支援すること。 

５） スクールソーシャルワーカーをすべての小中学校に配置するとともに、専門資格を持つスクールカウン

セラーは正規職員として採用すること。パート待遇のスクールカウンセラーの会計年度任用職員への移

行にあたっては、時給の引き下げを行うことなく待遇の抜本的な改善を図ること。 

６） 児童虐待防止対策を強化するために、児童福祉司等を大幅に増員し、児童相談所の体制の強化を図

ること。市町村の児童虐待対策については専門家の配置など体制と取り組みを強化し、盛岡市や遠野

市の取り組みを踏まえて総合支援拠点施設の整備に取り組むこと。 

７） 若者の低賃金・不安定雇用をなくすために、雇用のルールを確立すること 

① 労働者派遣法の抜本的改正を行い、働くなら正社員が当たり前の社会にすること。 
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② 同一労働同一賃金、均等待遇を徹底し、労働基準法、男女雇用機会均等法、パート労働法、労働者

派遣法に明記し、「非正規から正規へ」の流れをつくる労働法制の改革を求めること。 

③ 最低賃金を時給 1500円に引き上げること。全国一律最低賃金制に踏み出す制度をつくること。社会

保険料や賃金助成など、中小企業の賃上げに本格的な支援を行うこと。 

④ ひとり親家庭の安定した正規の就労への支援を強化し、就労と子育てが両立するようにすること。生

活保護の対象となる場合は積極的に活用できるようにすること。 

２、保育料の実質無償化を進めること。認可保育所の増設と保育士の待遇改善を進め、待機児

童を解消し、安心して預けられる保育を保障すること 

１） 19年 10月から実施された「幼児教育・保育の無償化」は、極めて不十分で問題を抱えた内容となって

います。無償化の対象が基本的に 3歳以上に限定され、副食費は実費負担で低所得者には負担増

となりかねません。保育所の徴収事務負担も増加しています。0～2歳の無償化は非課税世帯に限定

されています。これまでの市町村独自の保育料軽減分の財源を活用し、宮古市等のように 3～5歳も 0

～2歳も実質無償化となるよう拡充すること。 

２） 認可保育所の新増設を進め、待機児童の解消を実現する具体的対策を講じること。 

① 待機児童（12人、隠れ待機児童 214人、4月 1日現在）は、10月段階では数倍に増加します。年内

に発生するすべての待機児童を解消する計画を立て、公立保育所を含め認可保育所の新増設を思

い切って進めること。認可外施設やベビーホテルなどに預けられている子ども（約 2000人）を含め待

機児童を解消する計画を立てること。 

② 延長保育、休日・夜間、一時保育や病児保育を拡充すること。 

③ 公立保育園の民営化や「民間委託」の名による保育条件の切り下げは行わないこと。 

④ 県が設置する職場保育所は、認可保育所としてモデルとなるよう運営すること。 

３） 保育士の賃金引き上げ、処遇を改善し、保育士不足を解決すること。保育士修学資金貸付制度の活

用を進め、奨学金返済を免除するなど拡充すること。保育士の住宅確保支援などを積極的に活用する

こと。 

３、 学童保育を量的にも質的にも拡充すること 

１） 学童保育の職員配置基準や資格の基準を、国が事実上撤廃することに反対し、撤回を求めること。 

２） ｢遊びと生活｣の場にふさわしい設置基準を明確にし、施設改善をはかること。学童保育の増設を図

り、待機児童（昨年度 9市町 266人）の解消に取り組むこと。 

３） 指導員の正規化・労働条件の改善をはかり、複数配置を行うこと。指導員の処遇改善事業は自治体

負担が重く、実施自治体が 2割程度にとどまっています。活用しやすいように制度の改善を求めるべ

きです。 

４） 大規模化が進む学童保育クラブについては、施設の整備に助成を行い解消を図ること。 

５） 学童保育の利用料の軽減策を講じること。ひとり親世帯、低所得者世帯に対する減免を拡充するこ

と。★ 
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四、新型コロナ対策に全力をあげ、消費税 5％への減税で消費不況を打開し、

中小企業振興条例・公契約条例に基づき、安定した雇用の確保と中小企

業振興の対策を 

 

19年 10月からの消費税 10％増税で消費不況が深刻になる中、新型コロナ感染が急拡大し、第 5

波に至っています。長引くコロナ禍の下で地域経済は深刻な落ち込みとなり、事業者の経営も逼迫

してきています。持続化給付金や家賃の補助を削減することなく拡充し、継続的に実施するよう国

に求めるべきです。消費税を 5％に引き下げることこそ最大の景気対策です。 

10月の県内の有効求人倍率は 1.23倍(全国 27位)となり、正社員の有効求人倍率は 0.91倍です。

完全失業率（10月）は 2.2％、1万 5千人となっています。10月末の 2021年 3月新規高卒者の就

内定率は 84.3％、県内就職内定率は 82.3％、県内就職率は 72.7％となっています。大学の就職内

定率は 68.9％（前年同期比－2.7）、短大 47.4％（＋5.7）、高等専門学校 92.5％（＋1）、専修学

校 45.8％（＋2.4）です。 

県内の建設労働者の賃金は、大工の 1 人親方の場合、公共工事設計労務単価は 27300 円ですが、

実態は 5割程度にとどまっています。県の公契約条例（岩手県が締結する契約に関する条例）に「賃

金条項」を明記することは、野田市や川崎市等の先行事例から見ても切実で緊急の課題です。 

住宅リフォーム助成事業は、昨年度、縮小されながらも 29市町村で実施され、484件、補助額

7812万円、対象工事費は約 8億 5922万円となっており、補助額に対して 10倍以上の経済効果とな

っています。今年度は、盛岡市、一関市、宮古市、久慈市等では新型コロナ対策で住宅リフォーム

助成に取り組んでおり積極的に活用されています。住宅リフォーム助成事業の継続と拡充、空き家

リフォームや商店等のリフォームに取り組むことが必要です。 

 

１、 長引く新型コロナ禍の下で、事業者の経営と雇用を守る特別の対策―持続化給付金、家賃

支援給付金の打ち切りはやめ、継続的に実施するよう国に強く求めること。雇用調整助成金、

休業支援金・給付金は期限を切らずに継続すること。7兆円余の予備費を活用して直ちに対

策が講じられるように求めること。 

２、 県としても、家賃補助の拡充とともに、業種、規模別に県版持続化給付金を実施すること。 

３、 緊急対策として消費税 5％への減税を実施し、消費不況を打開し、国民のくらしと事業者の経

営を守り、経済の危機打開をめざすこと。 

４、 賃上げと安定した雇用の拡大で、8時間働けば普通に暮らせる社会を。 

１） 賃上げと長時間労働の是正を進め、8時間働けば普通に暮らせる社会をめざすことは、家計消費を

増やし、日本経済と地域経済を立て直す要です。 

① 最低賃金を直ちに全国一律に、すみやかに時給 1500円をめざすこと。★ 

② 中小企業には賃上げ支援予算を 1兆円規模に増額し、社会保険料の事業主負担を減免するよう国

に求めること。 

③ 残業代ゼロ制度を廃止し、すべての労働者を対象に「残業は週 15時間、月 45時間、年 160時間ま

で」と上限を労働基準法で規制し、長時間労働を是正すること。 

④ 労働者派遣法の抜本改正し、非正規労働者の正社員化を進めること。 
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⑤ 保育・介護・障害福祉労働者に国の責任で、直ちに月 5万円賃上げし、一般労働者との格差是正に

取り組むよう国に求めること。 

２） ブラック企業・ブラックバイトを厳しく規制し、無法なリストラ・解雇を規制するルールを作ること。異常な

長時間労働を是正し、「サービス残業」を根絶すること。 

３） 「適正な労働条件の確保」を目的・理念として制定された公契約条例・「岩手県が締結する契約に関する

条例」に県内の実態と全国の先行事例を踏まえ「賃金条項」を明記し、適正な賃金を確保すること。★ 

① 県が発注・委託する事業で、労働者が適正な賃金・労働条件が確保されるよう実態調査を行うなど

取り組みを強めること。 

② 川崎市などの先行事例を踏まえ、県発注の公共事業においては労働者の賃金が公共工事設計労

務単価の 8～9割の賃金が保障されるように取り組むこと。 

③ 約 7割の労働者が非正規・低賃金となっている県の指定管理者制度について抜本的な見直しと改

善を図ること。日本図書館協会も反対している県立図書館の指定管理者制度については根本から

見直すこと。 

４） 失業者の生活と職業訓練を保障し、安定した仕事、公的仕事への道を切り開く取り組みを進めること。 

５、高校・大学等の新規学卒者の県内就職率の引き上げに全力を挙げること。 

１） 岩手労働局と連携し、就職支援員の取り組みと体制を強化して正規の求人の確保と県内就職率引

き上げに全力をあげること。大学・高校と県内企業との連携を強化し、県内就職率の向上に積極的

に取り組むこと。いわて県民計画（2019—2028）をふまえ、高校生では 84.5％、大学生では大学共

同の目標である 55％の達成を目指すこと。★ 

２） 新卒 3年を超えた青年の就職対策を講じること。採用した中小企業等への助成措置も講じること。 

３） 就職後の離職状況を調査し、その要因を把握するとともに就職対策に生かすこと。 

４） ジョブカフェいわて・地域ジョブカフェの拡充をはかること。 

５） フリーターや新規未就職者の職業訓練、生活保障や雇用保険が受けられるよう国に働きかけること。

県としても独自の対策を講じること。 

６） キャリア教育では、地域の企業との連携強化とともに、労働基本法など労働者の権利を身につける

こと徹底すること。 

6、誘致企業の一方的な解雇、リストラ、工場閉鎖を許さず、県・市町村への届け出と事前協議を

求めること。 

１） 大企業・誘致企業等の一方的なリストラ、解雇を許さないこと。そのためにリストラアセスメントの制

度をつくるとともに、｢解雇・リストラ規制条例｣を制定すること。 

2) 離職に際しては、「本人同意」を原則に、再就職のあっせんと、再就職までの生活資金や住居の

保障など、労働者の生活と再就職への責任を果たさせること。 

3) 県として誘致企業を訪問し日常的な連携を強化し、大企業・誘致企業の社会的責任(雇用、地域

経済、自治体、環境を守る役割と責任など)を果たすよう強くもとめること。 

7、県内すべての地域で定期的にワンストップサービスを実施し、失業者の生活と再就職支援の

総合的な相談と対策を講じること。 

１） ワンストップサービスを定期的に開催し、年末・年始は特別の体制で対応すること。 
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２） 失業者の生活援助・住宅援助制度をつくり、県・市町村営住宅の活用、離職者生活資金制度の

改善充実など万全の対策を国と連携して講じること。 

３） 生活保護の適用を含め首切り・失業によるホームレス等を絶対つくらないこと。 

8、県として独自に雇用を確保する対策を講じること。 

国の責任で 30人学級を実現（小中学校で約 600学級増、教員数約 800人増）、特養ホームの待機者

解消（早期入所必要 833人、50人定員で 17か所、510人増）を図るなど介護施設の整備、充足率が

66％にとどまっている消防職員の基準人員までの増員（1061人）、老朽校舎の耐震改修、住宅の耐震

改修・住宅改修助成など実効ある対策を講じること。 

9、小規模企業振興基本法と中小企業振興条例を踏まえ、地域経済と地域社会の主役として中小

企業振興対策を抜本的に強化すること。 

   １） 小規模企業振興基本法と中小企業振興条例に基づき、県内中小企業・小規模企業地域経済と地

域社会の主役としての役割を明記し、その現状と課題を明らかにすること。 

2） 中小企業の最も切実な人材の確保・育成に取り組むこと。事業承継の取り組みを強化すること。中

小企業、行政、大学・高校・専門学校等との連携を強化すること。 

   3） 中小企業の自主的な取り組みを基本にしつつ、営業力・販売力・新商品開発や技術革新への支

援を強化すること。大学や工業技術センター、金融機関等との連携を強化すること。中小企業間、

異業種等との連携を強化すること。 

   4） 中小企業の｢事業の持続的発展｣の重要性を踏まえ、事業継承・後継者対策に取り組むこと。 

   5） 条例に基づく毎年度の事業実績の報告に当たっては、中小企業者を含めた第三者機関で検証し、

翌年度の政策・方針に生かすようにすること。 

10、住宅リフォーム助成の実現で中小企業に仕事を増やす対策を抜本的に強化すること。 

１） 県として住宅リフォーム助成事業を早期に実施すること。商店街リフォームも助成の対象とすること。 

２） 県の官公需の中小企業向け発注比率を件数でも金額でも引き上げること。2020年度は、件数で

は 87.3％ですが、金額では 77.3％となっています。当面、金額ベースで 80％（32億円増）、さらに

90％（152億円増）をめざすこと。実態を調査・検証し改善をはかること。 

３） 「小規模工事希望登録者制度」を県としても実施し、県有施設の小規模工事発注を積極的に推進

すること。 

11、大企業・誘致企業による単価たたきや仕事の減少など、下請けいじめをやめさせる取り組み

を国と連携して強化すること。 

12、100％保証の緊急保証制度が、最大限活用されるように周知徹底を図るとともに、審査の迅

速化、簡素化を図ること。中小企業庁長官名の通達を踏まえ「赤字や債務超過があっても形

式的に判断するのではなく、実態や特性を十分に踏まえて判断するよう」徹底すること。全業

種が対象となるよう国に求めること。部分保証制度は撤回すること。 

13、「特定大規模集客施設の立地誘導等に関する条例」を適切に運用し、大型店の無秩序な出

店を規制するあらゆる手立てを講じること。商店街と地域住民が協力して安心して暮らせるま



32 

ちづくりを進めるために、具体的な支援策を強化すること。小売商業調整特別措置法（商調

法）にもとづく県の調査・調整を活用し、商店街を守る対策を強化すること。 

14、悪質な商工ローン、消費者金融、振り込め詐欺、ヤミ金融対策を抜本的に強化し、被害者救

済対策に取り組むこと。サラ金並みの金融機関のカードローンの実態を把握し規制を求める

こと。多重債務者の相談と解決に各部局が連携して取り組むこと。 

15、平泉と橋野鉱山、御所野遺跡の世界遺産登録と三陸復興国立公園、高田松原復興祈念公

園・津波伝承館、三陸ジオパークの認定等の観光資源を生かし、全県的な観光振興対策を強

化すること。復興支援ツアーや震災教育旅行、世界遺産巡りなど沿岸・県北の観光対策を抜本

的に強化すること。 

 

五、米価の大暴落を止め、日本と岩手の農林水産業を守る取り組みを。 

 

新型コロナ禍と政府の無策によって、米価の大暴落が襲っています。農協の概算金は、ひとめぼ

れでも 60キロ当たり前年比 2300円のマイナスとなり 1万円を切る状況です。県内の平均耕作規模

（2.1ha）では 44万円の減収、10ha規模では 220万円の減収となります。100ha規模の集落営農で

は 2200万円の減収です。県内の総額では約 65億円の減収となります。新型コロナ禍による余剰米

については、政府が買い上げて市場から隔離し、生活困窮者や海外への支援に回すべきです。岸田

政権の対策は 15万 tの在庫米の保管料を支援するというもので、これでは、来年度も在庫米が積

み上がり米暴落の悪循環になりかねません。飼料・肥料・資材等も値上がりしており、農業経営を

継続できる抜本的な支援策を講じる出来です。欧米では当たり前の生産費を保障する価格保障を充

実させるべきです。 

今必要なことは、新型コロナの世界での感染爆発の下、国民の食糧を外国に依存するのではなく、

食料自給率を高め国内の農林水産業を守ることです。 

国連は、2019年から 2028年を「家族農業の 10年」とし、2022年を「小規模伝統漁業・養殖業

に関する国際年」として、加盟国及び関係機関に対し、食糧安全保障確保と貧困・飢餓撲滅に大き

な役割をはたしている家族農業にかかる施策の推進・知見の共有等を求めています。大規模化・効

率化一辺倒ではなく、日本と岩手の実情に合った家族農業を重視し、必要な価格保障と所得補償の

拡充こそ図るべきです。 

日本は、食料自給率が下がってわずか 37％に、先進国の中でも異常な低さです。米価はこの 10

年間で 4割以上も下落し、規模拡大に取り組んできた大規模農家や集落営農組織が大きな打撃を受

けています。 

国民に安全な食糧を供給し、国土や環境を守るため、将来に向けて安心して農業に励み、農村で

暮らし続けられる条件を整備することです。価格保障・所得補償を再建することは最大の柱です。 

農林漁業を岩手の基幹産業として位置づけ、農林水産業予算の復元をはかり、再生産を保障する

価格・所得保障の拡充を柱にして農林水産業の再建を図ることです。 
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食の安全安心の確保と地産地消の取り組みを本格的に推進し、農林漁業の再生を、地域経済振興

の柱にすべきです。 

農林漁業など第一次産業の衰退は、地域経済を疲弊させ、「限界集落」を広げる要因ともなって

います。農林漁業の生産を拡大すれば、それに関連する食品加工、関連企業、サービス、製造業も

活性化し、生産額の 3倍もの規模で地域経済に波及する効果があります。 

 

１、 コメ大暴落を止め、農業と農家を守る緊急対策を講じること。★ 

１） コロナ禍で発生した大量の過剰在庫は農家の責任ではありません。国が責任をもって余剰在庫を買

い上げ、市場から切り離す緊急対策を実施すること。余剰米については生活困窮者や海外への支援

に回すこと。 

２） コメの需給や価格の安定に政府が責任を果たすこと。米価に「不足払い」制度を導入し、当面、個別

所得補償を復活すること。 

３） 水田での主食用米以外の増産に力を入れること。飼料用稲の生産拡大とともに、水田の乾田化・汎

用化と合わせて麦・大豆・飼料作物などの増産に思い切って取り組むこと。主食用米との収益性の格

差を是正するために、水田活用交付金を拡充すること。 

４） 国内で必要のないミニマムアクセス米は、全量輸入の義務はなく、きっぱり廃止すること。 

５） 収入保険制度については、対象者を青色申告者（2割）に限定するのをやめ、農業者の保険料負担を

軽減し、基準となる収入も生産コストと関連させるなどの改善を図ること。 

６） 米の消費拡大に本格的に取り組むこと。学校給食の米飯給食は週 4日以上をめざし日本型食生活

の定着をめざすこと。県立病院はもとより民間の病院、ホテル・旅館、レストラン、民間事業者の社員

食堂、保育園などで県産米の活用を進めること。 

２、日米貿易協定、日英EPAなど、食料輸入自由化路線の中止を求めること。食料主権を保障す

る貿易ルールの確立を求めること。 

３、国連「家族農業の 10年」に呼応し、家族経営を維持し、大規模経営を含む担い手育成で農地

を保全し、岩手型集落営農を推進すること。 

1) 国連「家族農業の 10年」（2019～2028年）の趣旨を踏まえ、家族農業の役割を評価し、岩手の実

情に合った家族農業の推進を図ること。★ 

2) 大小多様な家族経営の育成・支援を基本に、農業を続けたいと願うすべての農家を担い手に位

置づけ、支援の対象とする地域農業、岩手型集落営農を推進すること。 

3) 地域農業を支えている大規模経営や集落営農を支援すること。 

4) 青年就農給付金事業は、農地集積をめざす｢人・農地プラン｣と一体であることや、親元就農の場

合は５年以内に経営委譲するなどの要件を緩和し、一定期間の就農を前提として希望する青年

すべてを対象にすること。県・市町村独自の新規就農者支援対策を拡充すること。県立農業大学

校の施設整備と教育・研修の拡充をはかること。 

5) 株式会社一般への農地取得解禁に反対すること。 
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４、農業予算を岩手の基幹産業にふさわしく拡充し、価格保障・所得補償を抜本的に拡充するこ

と。 

５、農業者と消費者の協同を広げて、「食の安全」と地域農業の再生をめざすこと。 

１） 東京電力福島第一原発事故による放射能汚染による原木シイタケ、キノコ、山菜等の出荷規制

の早期解除を求めること。早期の全面賠償を強く求めること。 

２） 輸入食品の検査体制を強化し、原産国表示の徹底を図ること。食品偽装を許さない監視体制を

強化し、製造年月日表示を復活すること。 

３） 地産地消や食の安全を重視した地域づくりを進めること。学校給食や病院、ホテル・旅館などで

地場のコメや農水産物の活用を広げること。地元の特産物や資源を生かした農産加工や販売な

どを支援すること。 

４） 国内各地で発生している鳥インフルエンザの全国一斉消毒措置など各種感染症の監視体制を

強め、発生した場合は機敏に殺処分や移動制限措置をとり、農家・業者への保障にも万全の対

策を講じること。豚熱・口蹄疫対策に万全の対策をとること。感染家畜が発生した場合、殺処分と

埋設を迅速に行い、そのための埋設地を確保しておくこと。 

５） 米国産牛肉の輸入を 30カ月齢まで規制緩和したことに反対し、BSＥ対策の全頭検査を維持する

こと。 

６） ニホンシカ等の鳥獣被害対策を抜本的に強化すること。電気柵設置の効果が表れており「シカ防

護網等設置事業」（県単）を拡充すること。「鳥獣被害防止総合支援事業」（国の補助事業）、「鳥

獣被害防止総合交付金」（国庫）の拡充を求めること。ニホンシカ等の個体管理を徹底し野生獣

の防除と捕獲を強化すること。 

６、政府の「林業成長産業化」政策を見直し、持続可能な林業・木材生産の再生を図ること。 

1) 植林後 50年程度で伐採する短伐期一辺倒を見直し、地域の森林資源の実態に対応し、長伐期

や複層林など多様な施業方式を導入し、持続可能な林業を進めること。自伐型林業を担い手とし

て位置づけ、森林・山村多面的機能発揮対策交付金の拡充など支援すること。★ 

2) 外材依存政策を転換し、かろうじて残されていた製材や集成材などの関税撤廃を受け入れた日

欧 EPA、TPP11の中止を求めること。 

3) 森林整備、間伐の取り組みを抜本的に強化し、県産材使用の数値目標を決め、県産材を活用し

た老朽校舎の改築、県営住宅や公共施設の整備、住宅建設に融資や税制上の優遇措置を含め

助成措置も実施し積極的に取り組むこと。 

4) 「いわて森林づくり県民税」の取り組みに当たっては、森林所有者との連携を強化し、間伐（混交

林誘導伐）とともに植栽にも積極的に取り組むこと。林業労働者の待遇改善と合わせ確保に取り組

むこと。被害木、枯れ死木等の伐採処理など新規事業に積極的に取り組むこと。★ 

5) 「ウッドショック」に対応できる国産材・県産材の安定供給体制を確立すること。 

6) 現場の実態に即した林道・作業道を整備すること。日本の森林にあった林業機械の開発に国とと

もに取り組むこと。林業と結びつかない大規模林道事業などは見直すこと。 
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7) 森林を大規模に伐採する太陽光発電は見直し、環境アセスメントの実施を義務付けること。木質

バイオマス発電などの施設は、外材依存ではなく、地域の資源量に即した配置とすること。★ 

8) 林業労働者の確保と林業技術の継承を図り、地域の実態に即した流通・加工体制を確立し、林

業・木材産業の再建を図ること。 

9) 「緑の雇用事業」や「緑の青年就業準備給付金」事業を思い切って拡充するなど、系統的な林業

就業者の育成と定着に取り組むこと。 

10) 国有林の分割・民営化をストップし、国が一元的に管理し地元の意見を反映した管理運営を行い、

地域の林業事業体の育成を図るよう国に強く求めること。 

７、三陸沿岸漁業・水産業の復興・再生へ以下の対策を講じること。 

１） サケ、サンマ、スルメイカ等の主要魚種の記録的な大不漁に対し、科学的な調査の実施と漁業・

水産業振興に対する緊急対策を講じること。多様な漁業資源の活用・魚種転換と商品開発、販

路の拡大、新たな養殖事業等思い切った支援策を講じること。★ 

２） ワカメ、コンブ、アワビ、ウニ、ホタテガイ、カキなどつくり育てる漁業の再建をはかること。 

３） 新型コロナ禍による魚価の低迷、販路の喪失などに対し、漁業経営維持の多面の給付金を充実

させ、生産と流通機能の維持・充実を図ること。 

４） サケ資源の公平配分に取り組むこと。事実上個人の所有となっている定置は見直すこと。 

５） 2022年「小規模伝統漁業・養殖業に関する国際年」の取り組みを進めること。小型漁船漁業の復

興・再生と具体的な振興策を講じること。★ 

６） 新規漁業就業者支援制度を充実させること。県としても水産アカデミーとともに漁業の担い手対

策を強化すること。 

７） 改定漁業法の問題点を明らかにし、漁業者の意見を反映させながら実施すること。 

８） 福島原発事故による放射能汚染対策と風評被害対策に取り組み、損害の全面賠償を実現すること。

福島原発の汚染水の海洋投棄に反対すること。（再掲） 

 

六、非常事態の気候危機打開へ、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会シス

テムの大改革を 

 

気候危機と呼ぶべき非常事態が起こっています。世界でも日本でも、異常な豪雨、台風、猛暑、森林

火災、間伐、海面上昇などが大問題となっています。 

国連 IPCC「1.5度特別報告書」は、2030年までに大気中への温室効果ガスの排出を 2010年比で 45％

削減し、2050年までに実質ゼロを達成できないと、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比して 1.5

度までに抑え込むことができないとしています。 

すでに世界の平均気温は 1.1～1.2度上昇しており、10年足らずの間に、全世界の CО2排出を半分

近くまで削減できるかどうか、ここに人類の未来がかかっています。10月 30日から 11月 13日まで開

催された CОP26（国連気候変動枠組み条約第 26回締約国会議）は、世界の気温上昇を産業革命前と比

べて「1.5度に抑える努力を追及する」と明記し、2022年末までに、30年の各国の温室効果ガス削減
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目標を見直し、強化することを要請しました。石炭火力の段階的削減へ努力を促進することも合意され

ました。 

日本は世界第 5位の排出国であり、その責任と役割は重大です。ところが日本政府の目標は 2010年

比では 42％の削減目標で、国連が示す 45％の削減目標より低く、2030年も石炭火力で電力の 19％を占

めるというものです。原発を再稼働し 20～22％の電力を賄おうとする異常なものです。世界の流れに

逆行するものであり、政治の根本的転換が必要です。 

達増知事は、今年 2月 17日、「いわて気候非常事態宣言」を発表し、この時点では国よりも高い温

室効果ガス削減目標（2013年比 41％削減）を示し、第 2次岩手県地球温暖化対策実行計画を策定しま

した。CОP26の成果も含め削減目標の引き上げと実効性のある削減計画のさらなる具体化と推進体制

の確立が必要です。 

県内で 2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを表明しているのは、北いわて 9市町村と八幡平市、宮

古市、一関市、紫波町、釜石市の 14市町村です。全市町村に広げることが求められています。 

 

1、2030年度までに CО2 を 50～60％削減する目標に引き上げ、気候危機打開に本格的に取り

組みを強化すること 

 1） 多くの環境団体・シンクタンクの提言を踏まえ、2030年度までの県の CО2削減目標を 50～60％に

引き上げること。 

2） 第 2次岩手県地球温暖化対策実行計画をブラッシュアップし、実効性のある具体化を図ること。 

3） 知事を本部長とする全庁的な推進本部、各界が参加する県民運動の推進本部を設置し取り組むこ

と。 

4）各市町でも「気候非常事態宣言」を発し、2050年めざす「カーボンニュートラルゼロ」宣言と 2030年削

減目標と具体的計画を確立して取り組めるよう支援すること。 

２、脱炭素、省エネ・再エネを進める社会システムの大改革をめざすこと 

 １） 電力分野、産業分野、運輸・交通分野、都市・住宅、自治体の各分野で、省エネ・再エネの具体的

な計画を持ち、具体的な支援策も講じ、社会システムの改革をめざすこと。 

 2） コロナからの復興はグリーンリカバリー（緑の復興）で。 

 3） 再生可能エネルギーは地産地消の立場で推進すること。水力・太陽光・風力・地熱・バイオマス発電

など具体的な目標を掲げて取り組むこと。 

 4） 再生可能エネルギーの普及にあっては、森林破壊や土砂崩れ、住環境破壊となる乱開発を許さず、

環境を守る規制を強化すること。 

 5） 県として、公共施設、公共事業、自治体業務でどれだけ CО2を削減するか、独自の「目標と計画」を

持って取り組むこと。地元企業との独自の協定、省エネ投資への独自の支援、省エネ住宅へのリフォ

ームや太陽光発電用パネル設置への助成を拡充すること。 
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七、ジェンダー平等の日本と岩手へ、今こそ政治の転換を 

 

コロナ危機は女性に様々な犠牲を強いました。低賃金の非正規雇用で働く多くの女性が仕事を失い、

DV被害が急増し、女性の自殺の増加率は男性の 5倍にも達しました。子ども、少女たちへの虐待・性

被害相談も急増し、民間団体まかせは限界に達しています。 

個々には、圧倒的に世界から遅れた日本の政治の責任があります。各国の男女平等の達成度を示す「ジ

ェンダーギャップ指数 2021」（世界経済フォーラム）で、日本は、156か国中 120位と、先進国として

異常な低位を続けています。女性差別撤廃条約（1979年採択）を日本政府は 1985年に批准したものの、

その具体化・実施にまともに取り組んできませんでした。 

いま大きな問題となっているのは、「男女賃金格差の縮小」です。非正規を含む平均給与は、男性

532万円に対し女性は 293万円、55％にとどまっています（国税庁、民間給与実態統計調査）。「選択

的夫婦別姓への法改正」にも政府は無視し続けています。 

コロナ危機を経て、ジェンダー平等を求める国民の声は劇的に高まっています。女性差別発言をした

五輪組織委員会会長が辞任に追い込まれ、「生理の貧困」が大きな社会問題となっています。 

ジェンダー平等の社会とは、誰もが性別にかかわらず個人の尊厳を大切にされ、自分らしく生きられ

る、すべて伸びとにとって希望に満ちた社会です。ジェンダー平等の日本と岩手の実現に本格的に取り

組むことが必要です。 

 

１、男女の賃金格差を政治の責任で是正すること 

１） 男女賃金格差の是正をはじめ、働く場でのジェンダー平等を進めること 

① 男女の賃金格差を政治の責任で是正すること。 

② 家族的責任と働くことを両立できる労働のルールをつくること。 

③ ハラスメントを明確に禁止し、なくすこと。 

２、 選択的夫婦別姓、LGBT平等法の実現をめざし、同性婚を認め、多様性が尊重される社会の

実現をめざすこと。県として同性パートナーシップ制度（東京都を含め導入人口は約 5割）を

導入すること。 

３、 女性に対するあらゆる暴力を根絶する取り組みを強化すること 

１） 刑法・DV防止法を改正し、被害者支援を強化すること。 

２） 「痴漢ゼロ」の取り組みを強化すること。 

３） 日本が責任を負う戦時性暴力＝「慰安婦」問題の解決を進めること。 

４、 リプロダクティブ・ヘルス＆ライツの視点に立った取り組みを進めること 

1) 子どもの年齢、発達に即した、科学的な「包括的性教育」を公教育に導入すること 

2) 避妊も中絶も女性の大切な権利です。避妊薬と緊急避妊薬を安価で入手しやすくすること。中絶薬

を早期に認可し、中絶医療を国際水準まで高めること。 

3) 明治期から残る刑法の自己堕胎罪や、母体保護法の配偶者同意要件を廃止すること。 

4) 生理用品の恒久的な無料配布、学校など公的施設のトイレへの設置を進めること。 
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5) 職場や学校などで生理に関する知識や理解を深め、女性が過ごしやすい環境を整えること。 

５、 意思決定の場に女性を増やし、あらゆる政策にジェンダー平等の視点を貫くこと 

１）「2030年までに政策・意思決定の構成を男女半々に」の目標を掲げ、本気の取り組みを進めること。 

2）政治分野における男女共同参画推進法の立法の趣旨に沿い、パリテ（男女議員同数化）に取り組むこ

と。 

3）女性差別撤廃条約を実効あるものにするため、「調査制度」と「個人通報制度」を定めた選択議定書の

早期批准を求めること。 

 

八、どの子にもゆきとどいた教育を―憲法と子どもの権利条約を生かし、い

じめも体罰もない学校へ 

 

 新型コロナ感染症の拡大の下で、子どもたちは大きなストレスを感じています。こうした時だか

らこそ一人一人に寄り添ってゆきとどいた教育を進めることが切実に求められています。国民の強

い要望と運動に押された今年度から小学校に 35人学級が導入されました。一刻も早く全学年に拡

充し、さらに中学校、高校まで拡充することが必要です。コロナ禍のもとで、昨年すべての学校に

配置されたスクールサポートスタッフは、感染が拡大した今年度は大幅に削減されました。 

昨年中止となった全国学力テストは、今年度は実施され、県の学習定着度状況調査（県版学力テ

スト）は、学科が 2学科に半減されたものの実施されました。子どもたちをテストづけにし、教員

の負担を増やし、競争教育を強化する学力テストは国も県も見直すべきです。 

県央部の県立高校の 3年生のバレー部員が自殺した事件について、昨年 9月に第三者委員会によ

る調査報告書と提言が提出されました。これを踏まえ、なぜ顧問教師の暴言・暴力が長期にわたっ

て放置されてきたのかを、県教委と学校が自らの対応を検証し教訓を深め、学校教育と部活動から

一切の体罰・暴言を含む暴力行為を根絶することは特別に重要な課題です。 

「2020年度児童生徒問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果では、いじめの

認知件数が 8146件（小学校 6352件、中学校 1396件、高校 320件、特別支援学校 78件）で前年比

142件の増となっています。いじめに対する感度、認知が進んだ一方で、深刻な実態も明らかにな

っています。「重大事態」は 8校 8 件となっており、第三者委員会でしっかり調査するべきです。

いじめを許さない学校、児童生徒の人権と安全を大切にする学校の実現に県教委と学校、生徒、父

母等が総力を挙げて取り組む必要があります。また、いじめの背景にある｢過度に競争的な教育制

度の是正｣(国連子どもの権利委員会の勧告)に取り組むべきです。不登校は、小学校 356人、中学

校 1372人、高校 516人で合計 1888人と深刻な状況です。子どもたちが本来、楽しいはずの学校に

行けなくなっていることは学校教育のゆがみの象徴というべきものです。子どもたちの人権を侵害

する校則の見直しも急務の課題です。 

｢子どもの貧困｣問題も深刻です。子どもの貧困対策推進法に基づく「大綱」では、「学校を子ど

もの貧困対策のプラットホーム」と位置付けられており、子どもの実態を把握し、SSWの配置と連
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携を強化し、学習支援、就学援助の周知徹底、学資援助等の取り組みを強化することが求められて

います。 

県立高校の後期再編計画が策定されましたが、資格取得でも入学生の確保でも成果を上げている

高校が統廃合と学科減の対象となるなど見直すべき課題も残されています。 

 いじめや教育のゆがみと荒廃に立ち向かい、教職員が協力して取り組むためには、教職員の多忙

化の解消が必要です。教職員の大幅な増員と業務の見直しと削減を図り、何よりも十分な授業準備

をできる環境と児童生徒に寄り添える状況をつくることが大切です。教職員を分断し序列化する成

果主義賃金制度の導入は見直すべきです。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「教員の地位に関

する勧告」と 3次にわたる国際労働機関（ILO）とユネスコの共同専門家委員会（CEART）の是正勧

告を踏まえて見直すこと。 

 

１、 少人数学級の実現で、新型コロナから子どもの健康と安全、ゆきとどいた教育を進めること★ 

１） 国として小学校全学年で早急に 35人学級を実現すること。中学校にまで拡充を求めること。 

２） 学校・教室で三密回避、マスク、手洗い、消毒などの基本的な感染対策を徹底すること。そのため

にスクールサポートスタッフを配置すること。 

３） 全国学力テストの中止を求めること。県の学習定着度調査（2学科に減）見直しを中止すること。 

２、 学校教育と部活動から一切の体罰・暴言等暴力行為を根絶する取り組みを徹底すること。★ 

１） 県央部の県立高校でのバレー部員の自殺や顧問教師による異常なパワハラ事件が相次いで発生

しました。体罰や暴言など暴力行為は児童生徒の人権を侵害するものであり、学校教育の場ではも

とよりスポーツなど部活動の場でもあってはならないものです。再発防止「岩手モデル」の策定に当

たっては、顧問教師の暴言・暴力が長期わたって放置された県教委と学校の対応を徹底的に検証

し、再発防止の対策に生かすこと。顧問教師の懲戒処分を速やかに行うこと。 

２） 本来生徒の自主的自発的活動である部活動について、部活動加入を強制していない学校は中学

校で 2割程度にとどまっています。部活動の原点に立ち返って直ちに見直すこと。 

３） 体罰・暴言の背景にある部活動における勝利至上主義を是正すること。生徒が主体となって楽しみ、

自治能力が身につき競技力も向上する部活動に改善を図ること。 

４） 週二日の休養日など、部活動の改善を示したガイドラインの実行については、スポーツ医科学の成

果と全国の先進事例を学び、活かして取り組むこと。 

３、 深刻さを増すいじめ問題に、教職員、保護者、子ども―みんなの力で取り組むこと。 

1) いじめ対策の基本として―いじめは人権侵害であり暴力という認識で、目の前のいじめから子ども

たちの命、心身を守り抜くこと。根本的な対策として、いじめが深刻となった要因をなくすことに正

面から取り組むこと。 

2) 学校での取り組みでは以下の点に取り組むこと。 

① いじめへの対応を絶対に後回ししない、「子どもの命最優先」の原則・安全配慮義務を明確にする

こと。そのためにいじめを認知できるように対策と研修を行うこと。 

② いじめの情報は、すぐに全教職員、保護者に知らせ連携して取り組むこと。 
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③ 子どもの自主的活動の比重を高めるなど、いじめをやめる人間関係をつくること。 

④ 被害者の安全を確保し、加害者にはいじめをやめるまでしっかり対応すること。 

⑤ 被害者・遺族の知る権利を尊重すること。 

3) 教育行政としては以下の課題に取り組むこと。 

① 教員の多忙化の解消、30人学級の実現、養護教諭、カウンセラー、ソーシャルワーカーの増員を

図り、児童生徒一人一人に寄り添った取り組みが行われるように教育条件を整備すること。 

② 全ての学校で、すべての教職員が参加する規模と回数で、いじめ問題の研修を実施するなど、い

じめの解決に取り組むこと。 

③ 教職員をバラバラにしている教員評価など教員政策を見直すこと。 

４） いじめの重大事態については、第三者機関で調査、対応しその教訓を生かすようにすること。 

５） 不登校の子どもを温かく支援し、安心して相談できる窓口を拡充すること。子どもの居場所を確保

し学習支援行うこと。フリースクールとの連携を強化し公的支援も行うこと。 

６） 高校中退をなくす取り組みを強め、進級・進学・就職に責任を持つこと。 

７） 「ツーブロックの禁止」「スカートの強制」など子どもたちの人権と多様性を無視する校則は、子ども

たちの自主的取り組みを重視して見直すこと。文科省の「生徒指導提要」の見直しを求めること。 

４、 子どもの貧困問題に学校がプラットホームとしての役割を果たすこと。★ 

１） 児童生徒の生活実態を把握し対応できる体制を確立すること。教職員、保健室、SSWの配置と連携

を強化すること。 

２） 就学援助制度の周知徹底を図り、対象を生活保護基準の 1.5倍に広げるとともに市町村間の格差

を解消すること。対象費目の拡充を図ること。学校給食費の現物給付化、修学旅行費の概算払いを

進めること。 

３） 給食費、教材費の無償化を支援すること。 

４） 高校授業料の完全無償化を復活させること。 

５） 給付制奨学金の拡充を求め、県としても創設すること。 

６） ヤングケアラーの実態を把握し、福祉部門とも連携し支援を強化すること。 

５、 教職員の大幅な増員と業務の抜本的な削減で、教員の異常な超過勤務の状況を解消し、教

員の専門家としての役割が発揮されるようにすること。過労死ラインを超える超過勤務は直ち

に解消するよう具体的な手立てを講じること。司書教諭を専任で配置すること。パワーハラスメ

ント防止対策を強化すること。 

６、 小中学校・高校の耐震改修・改築を思い切って進めること。県産材を積極的に活用し木造校

舎の建設を進めること。大規模改造工事を含め、シックスクール対策を徹底し、TVOC検査を

義務づけること。被害を受けた生徒の医療の確保と教育を保障すること。 

７、 小学校 5・6年生の英語科教育については、日本学術会議の提言を踏まえ、専任教員の確保

と研修を大前提に、英語嫌いの生徒をつくらないようにすること。道徳の教科化につては、憲

法の立場に立った取り組みを基本に、押し付けにならないようにすること。★ 
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８、小中学校の統廃合計画については、子どもの教育にとって、地域の教育にとって、地域住民

との合意の 3点を基本原則にして取り組むこと。学校は住民自治の拠点としての役割を持つこ

とから、住民合意のない一方的な統廃合は行わないこと。被災地の学校の統廃合計画につい

ても、地域住民の合意を貫くこと。小中一貫校は全国で問題が出ており、進めないこと。 

９、特別支援教育・障がい児教育の拡充をめざすこと。 

1） 特別支援学校の「設置基準」の制定を踏まえ、教室不足数の早期の解消を図ること。特別支援学

校・分教室の整備計画を立て、計画的に改築改修を進めること。男女共用トイレは直ちに解消す

ること。 

2） 軽度発達障害の子どもへの支援を含む「特別支援教育」に当たっては、必要な教職員を確保し、

特別支援教育支援員の配置を徹底するとともに待遇の改善を図ること。 

3） 「支援地域」の中心と位置づけられる盲・ろう・養護学校は統廃合ではなく、小規模分散で地域密

着型をめざし拡充すること。 

10、中学校までの完全学校給食を実施し、県産農畜水産物の活用で地産地消にふさわしい自校

方式を積極的に進めること。利用率の低いランチボックス（仕出し弁当給食）は見直すこと。給

食費の無償化を支援すること。 

11、一関一高への併設型中高一貫校・付属中学校については、施設不足や既存の中学校への

影響、小学校への受験競争の激化など諸問題の検証を行い、地域の声を把握して見直しを

含め再検討すること。 

12、県立高校の後期再編計画の取り組みについては、福岡工業高校と一戸高校との統合計画に

ついて、今年度の取り組みと来年度の入学者の動向を踏まえて慎重に対応し、見直しも行うこ

と。地元自治体の要望に誠実に対応すること。★ 

１3、県立高校の入試制度の改善にあたっては、生徒減少のなかで希望者全員が進学できるよう、

透明性と公平性が確保されるようにすること。高校間格差を拡大する通学区域の拡大は行わ

ないこと。  

１4、高校生の就職を支援する就職支援相談員の配置を拡充し、安定した雇用と県内就職率を当

面 85％に引き上げること。３年以内の離職率（47.6％）の改善をめざし、実態調査を踏まえ対

策を検討すること。各部局、関係機関とも連携を強化すること。キャリア教育に当たっては、

地域の企業との連携を強化するとともに、憲法、労働法に基づく基本的な権利を身に着ける

ように徹底すること。 

１5、教員採用、管理職昇任制度について、公正で透明化された採用と昇任が行われるよう抜本

的に改善すること。「教員免許更新制」の中止にしっかり対応すること。臨時教員制度を抜本

的に見直し、正規雇用を拡大すること。外国人講師による英語教育に当たっては直接雇用と

すること。 

１6、ブロック塀や歩道の確保など、通学路の安全対策を総点検し、地域住民・関係機関と連携し

て通学路の安全対策を強化すること。冬季の除排雪を徹底し安全を確保すること。 
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17、侵略戦争を美化する「歴史教科書」「公民教科書」の押し付けを許さず、「日の丸・君が代」の

学校教育での押しつけは行わないこと。性教育などへの政治介入に反対すること。 

18、私学助成を拡充し、私立高校の私学就学支援金については実質無料化をめざすこと。これ

までの授業料減免の財源を復元し全国並みに拡充すること。授業料以外の学費の父母負

担の軽減に取り組むこと。 

19、18歳選挙権の重要性を踏まえ、憲法、教育基本法、子どもの権利条約に基づいて積極的に

主権者教育を進めること。 

20、岩手国体成功、2019年ラグビーワールドカップ成功のレガシーを生かした取り組みを強化す

ること。 

 

九、不要・不急の大型公共事業は抜本的に見直し、公共事業は生活密着型に

転換すること。ILC誘致は学術会議の提言を踏まえ進めること 

 

大型公共事業を総点検し、不要不急、ムダと浪費の大型開発は見直すこと。住民の要望が強い生

活にかかわる道路の整備は計画を立てて進めること。公共事業は学校の老朽校舎の耐震化、改築・

改修や道路・橋梁の改修、特養ホームなど福祉施設の整備、県営住宅や下水道整備など福祉、生活

密着型に転換し、地元中小企業への仕事を増やすべきです。 

入札制度の改善を図り、変更請負契約が繰り返されないようにすること。福島県の取り組みを参

考に、地元業者発注比率を高めるようにすること。ILC誘致は、日本が学術会議の提言を踏まえて

進めること。 

 

１、大型開発・大型公共事業を総点検し、不要不急の事業は見直すこと。公共事業の中身を老朽

校舎の耐震化・改築、県営住宅の増設・改修、下水道の整備、防災対策、道路・橋梁・トンネル

の改修・維持管理など生活密着型に転換し、地元中小企業の仕事を拡大すること。 

  1） 国道 46号「盛岡西バイパス」から矢巾町の岩手医大に続く国道 4号盛岡南道路の整備を推進する

こと。★ 

  2） 国道 343号新笹野田トンネルの早期事業化を図ること。 

  3） 国道 340号押角トンネルの前後の道路整備を進めること。★ 

  4） 国道 107号の法面の異状による道路の改修・復旧については当面の対策にとどまらずトンネル化を

含めて検討すること。★ 

２、若者定住住宅の整備を進めること。空き家バンク・空き家リフォームの取り組みを進めること。 

  1） 若者定住住宅・子育て支援住宅の整備を促進すること。県営住宅の一部を青年向けの住宅に積極

的に活用すること。 

  2） 空き家バンクの取り組みとともに空き家リフォーム助成を実施し積極的な活用を図ること。 

  3） 雇用促進住宅は民間事業者に売却されましたが、若者定住住宅等に活用できるよう検討すること。 
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３、県民の要望が強い県営住宅の新増設を進めること。県産材を活用した木造住宅の整備を推

進すること。既存の県営住宅に風呂釜を設置すること。駐車場のあり方(1世帯 1台）を見直し

整備すること。 

4、入札制度を改善し地元業者への仕事を増やすこと。 

１） 復興事業関連で大幅な変更請負契約が繰り返されています。詳細設計を踏まえた入札とするよう

改善を図ること。 

２） 公共事業の発注と入札にあたっては、福島県の取り組みを参考に、地元業者への発注比率を高め

るように改善を図ること。下請けの契約関係の適正化に努めること。地元企業・中小企業の育成に

配慮した、地域貢献度やランク別など条件付き一般競争入札を基本とするとともに、請負企業の経

営安定のため、最低制限価格を導入し引き上げること。 

３） 制定された｢公契約条例｣（県が締結する契約に関する条例）に基づき、公共工事等に従事する労

働者の適正な賃金や労働条件を確保し、地元中小企業への発注を優先すること。 

４） 分離分割発注を進めるとともに、下請契約書（調書）の公表、談合情報通りの落札となった場合の

入札取り消しなど厳格な対応を実施すること。 

５、テレビ共同受信施設の維持管理、老朽化に伴う施設改修費に対する支援を行うこと。 

６、ILC（国際リニアコライダー）誘致の取り組みは、学術会議の提言を踏まえ、国の財政状況、学

術会議での合意形成、国際的な財政支援の動向などを踏まえて国民合意のもと進めること。地

元自治体負担が大きくならないよう対策を求めること。 

 

十、原発汚染水の海洋投棄許さず、県央ブロックの「ごみ処理広域化計画」

は見直すこと 

 

 東日本大震災津波から 10年 9ヶ月余が経過しましたが、東京電力福島第一原発事故は収束する

どころか、放射能汚染水が増え続けています。政府は住民・漁民との約束を反故にして、汚染水の

海洋投棄を決めました。福島県はもとより三陸沿岸漁業に重大な影響を与えるものです。海洋投棄

に反対し絶対に許さないこと。女川原発の再稼働にも反対すること。 

福島原発事故は、人類と原発は共存できないことを明らかにしました。県として「即時原発ゼロ」

を政治決断し、国に対し原発から撤退する計画を策定するよう求めるべきです。原発からの撤退と

同時並行で、再生可能エネルギーの本格的導入と、低エネルギー社会の実現に向けて全国に先駆け

て取り組むべきです。 

県が進める県央ブロックの「ゴミ処理広域化計画」は、住民との「覚書」を無視するとともに、

県内全体の 4割に当たる 3市 5町のゴミを一極集中で処理しようとするものであり、ゴミの減量に

逆行し、ごみ問題の解決に逆行するものです。ゴミの｢焼却中心主義｣｢埋め立て中心主義｣からの脱

却をはかるべきです。ゴミの減量のためには、何よりも住民参加で、ゴミの多品目分別とリサイク

ルを徹底することが必要です。 
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環境汚染の問題解決のために、①汚染者負担の原則、②予防原則、③住民参加、④徹底した情報

公開―の視点で取り組むことが必要です。 

県庁舎は議会棟を含め敷地内全面禁煙とし、公共施設での全面禁煙を徹底して受動喫煙防止の対

策を徹底すること。受動喫煙防止条例の制定をめざすこと。 

 

１、東京電力福島第一原発の汚染水の海洋投棄に反対すること。「即時原発ゼロ」の方針を県とし

て打ち出し、国に政治的な決断を求めること。女川原発の再稼働に反対すること。原発より危険

な青森県六ケ所村の｢再処理施設｣の閉鎖を求めること。プルサーマル計画の中止を求めるこ

と。 

２、原発の再稼働、原発輸出の中止を求めること。 

３、県の盛岡広域の「県央ブロックごみ処理広域化計画」は見直すこと。 

１） 盛岡広域 3市 5町のごみを盛岡市 1カ所に集中させる｢ごみ処理広域化計画｣は、ごみの減量・リ

サイクルに逆行するとともに、何よりも焼却施設周辺の住民に大きな負荷と影響を与えるものです。

地域住民との「覚書」を守り、分散型に見直すこと。焼却施設周辺の小学校における喘息罹患率が

高い実態と原因について調査すること。 

２） 大型焼却炉の導入は、ゴミの減量に逆行し、安全性、効率性など未完成の技術で自治体に過大な

負担を与えかねません。すでに導入した自治体では過大な施設となり、ゴミを求める逆立ちした状

況も見られます。全面的な見直しをはかるとともに市町村に押しつけないこと。 

３） 小型焼却炉でも現在では十分ダイオキシン対策に適合できます。国に対し国庫補助を認めるよう

求めること。 

４） 新たな焼却施設の整備にあっては、地域住民との覚書等を守り、住民合意を大前提にして進める

こと。一関市の場合もこの立場を堅持して進めること。 

４、ゴミ問題解決の基本は、元（発生源）からゴミを減らすことです。県としても発生抑制、リユース、

リサイクル、リデュースのそれぞれの目標と計画をもって推進すること。 

１） ゴミのきめ細かな分別回収を徹底し、住民参加の取り組みを強化すること。生ゴミ、畜産廃棄物な

どの堆肥化・資源化の取り組みを抜本的に強化すること。 

２） ゴミの発生を設計・生産段階から削減するために、現行制度を「拡大生産者責任」の立場で抜本

的に見直すよう国に求めること。 

５、 青森県境の産廃不法投棄事件については、万全な安全対策を講じること。 

１） 有害廃棄物の早期撤去、廃棄物の全量撤去にとりくむこと。 

２） 専門家の協力と地域住民の参加で解決に取り組むこと。そのために、定期的な現地説明会を開

催するなど地域住民に対する説明責任を果たすこと。 

３） 産業廃棄物の不法投棄の根絶をめざし、産廃Ｇメンの活動と対策を強化するとともに、隣県との

連携、市町村との協力を強化すること。最後まで汚染者負担の原則を貫くこと。 

６、PM2.5の観測体制を抜本的に強化すること。焼却場周辺の観測も行うこと。盛岡市内で喘息

罹患率が高い小学校の地域の PM2.5の調査・観測を実施すること。★ 
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７、アスベスト対策にあたっては、企業と国の責任を明確にして抜本的な対策を講じること。 

１） 健康被害が予想される労働者、住民など関係者のアスベスト特別検診を、県立病院など県内の医

療機関で実施できるようにすること。CTスキャン等の二次検診も特別検診の対象として実施するこ

と。必要な助成措置を講じること。専門医療機関と連携して県立病院での検診・診療体制の充実

をはかること。 

２） 中皮腫による死亡者や治療者の被曝履歴等の実態調査を行うよう国に求めること。アスベストが原

因と思われる肺がん、良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚などの被害実態調査も行うこと。 

３） アスベスト調査の結果を公表し、対策を徹底すること。解体工事等のアスベスト飛散防止措置を行

うにあたっては、周辺住民への周知等万全の体制をとり、届出、立ち入り検査等必要な対策と体

制を講じること。 

４） 中小零細企業等への撤去・改修工事等への無利子・無担保・無保証の融資制度を創設すること。 

５） 県としてアスベスト検査体制を確立すること。 

８、ダイオキシン対策の基本は、発生源となる塩化ビニール類の分別・規制・リサイクルを徹底する

こと。 

１） 県として一般・産廃焼却施設のダイオキシン汚染調査を実施し、公表すること。母乳中のダイオキ

シン調査を継続し、対策を講じること。 

２） 環境ホルモン汚染の実態を調査し、汚染原因と対策を明らかにすること。環境ホルモン汚染の疑

いのあるＰＳ食器は、他の安全なものに切り替えるよう指導すること。 

９、県内の貴重な自然環境を保全するために、自然環境調査を計画的に進めること。県版レッド

データブックに基づいて、希少野生動植物保護の条例に基づき、保護区への立ち入り制限

や固体の所持制限などの具体的規制と対策を強化すること。保護区の設定に際しては買い

上げや必要な補償などの対策も講じること。 

10、大型開発・公共事業の乱開発、風力発電等を規制する環境アセスメント・猛禽類調査を徹底

し、厳しいチェックと規制の体制を確立すること。 

11、県庁舎の敷地内全面禁煙を職員に徹底すること。議会棟の喫煙室は新型コロナ対策上から

も閉鎖・廃止すること。公共施設での全面禁煙を徹底すること。受動喫煙防止対策の徹底め

ざし、受動喫煙防止条例の制定をめざすこと。 

 

十一、競馬組合の健全な運営に努めること。 

 

 330億円の元金返済はほんの一部にとどまっており、誠意をもって返済に取り組むこと。地方自

治体の財政に寄与するという原点に立ち返って、競馬組合の健全な運営に努めること。 

  

１、禁止薬物検出問題については引き続き徹底的な調査を行い、再発防止対策徹底するとともに

万全の監視・管理体制を構築すること。 

２、地方財政に寄与するという存在意義を踏まえ、330億円融資の元金返済に誠実に取り組むこと。 
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３、競馬組合破綻の原因と責任を明らかにし、競馬組合管理者であった前知事の責任や金融機

関の貸し手責任などを明らかにした対応を行うこと。 

 

十二、個人情報を企業の金もうけに利用する「デジタル田園都市国家構想」

に反対し、マイナンバー制度の中止・見直しを求めること。地方交付

税と国庫補助負担金の削減に反対し、地方財源の拡充を求めること。 

 

 岸田政権が進める「デジタル田園都市国家構想」は、個人情報を企業の金もうけに利活用する政

策を重点としています。個人情報を集めるために力を入れているのがマイナンバーカードの普及で

す。普及が進まないのは個人情報の流出や悪用に国民が不安を持っているからです。同構想は、9

月に施行されたデジタル関連法に基づいて「自治体情報システムの標準化・共通化」を推進します。

国のシステムに合わない自治体独自の施策が制限されかねません。国家戦略特区を活用してデジタ

ル都市をつくる「スーパーシティー構想」の早期実現もめざしています。いずれも地方自治を損な

いかねない政策です。東京一極集中を改め、地方自治を大切にしながら住民が安心して住み続けら

れる地域づくりを支えることこそ国の役割です。国民のプライバシーにかかわる個人情報の漏えい

と国家による監視強化が懸念されるマイナンバー制度は、根本的な欠陥をもつものです。マイナン

バー制度の中止・見直しを求めるべきです。 

財政危機の押し付けと「平成の大合併」の号令のもと、県内の市町村数は 58から 33に 4割減と

なりました。合併した市町村では周辺地域の衰退や地域住民の声が届かないなどの問題が明らかに

なっています。平成の大合併の検証こそ実施すべきです。合併市町村が大幅な地方交付税の削減と

ならないよう特別の対策を求めるべきです。地方自治の変質と破壊をめざす「道州制」にはきっぱ

りと反対し、地方自治の拡充をめざすべきです。 

 

１、個人情報を企業のもうけに利活用しようとする「デジタル田園都市国家構想」に反対すること。

２、マイナンバー制度は、個人情報の漏洩、セキュリティー対策の負担増など、国民にとって百害 

あって一利なしの制度です。マイナンバー制度の中止とマイナンバーカードの強制をやめるよ

う求めること。 

３、「平成の大合併」の検証を行い、住民自治の強化をめざすこと。 

１） ｢平成の大合併｣の検証を行い、住民の声が届く住民自治が貫ける市町村のあり方をめざすこと。 

２） 広域合併を進めた自治体では、住民自治を強化する立場から地域内分権を強化するなどの取り

組みを進めること。地方交付税の大幅な減額に対する特別の対策を講じるよう求めること。 

３） 合併せずに頑張る小規模町村への支援策を講じること。 

４、「広域連携」「道州制」に反対し、地方財源の確保を求めること。 

１） 地方財政の重要な柱である地方交付税の復元・増額を求めること。 

２） 行政サービスの縮小めざす「広域連携」「集約化」に反対し、地方自治の変質と破壊をもたらす

「道州制」に反対すること。 
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５、県民の安全を守る警察へ、不祥事根絶、天下りを正すこと。 

１） 犯罪の防止・摘発、オレオレ詐欺、DV・性暴力、交通事故等県民の安全を守る警察の取り組みを

強化すること。要望の強い交通安全施設の整備を強化すること。 

２） 東日本大震災津波の行方不明者の捜索活動を、湾内を含め引き続き強化すること。所在不明の

遺骨の返還の取り組みを進めること。 

３） 捜査報償費の検証を行うこと。不正支出・裏金問題について徹底的に究明し、その原因と責任を

明らかにすること。 

４） 警察の不祥事の根絶をめざすこと。岩手医科大学元教授の覚せい剤疑惑の捜査もみ消しと警察

幹部の天下りなど関係機関との癒着を正すこと。 

６、措定管理者制度の検証と抜本的な見直しを行うこと。 

１） 指定管理者制度については、この間の実績・実態を検証し、制定した公契約条例「県が締結する

契約に関する条例」の立場に立って、適正な労働条件の確保ができるよう抜本的な見直しを行うこ

と。県の事業で非正規労働者の増加やワーキングプアを生まないように具体的な対応を行うこと。 

２） 指定にあたっては、専門家・関係者を含め、導入の是非を慎重に検討し、公共性の確保と県民へ

のサービスが低下しないよう具体的対策を講じること。無理な指定管理については直営に戻すな

どの改善を図ること。 

３） 県立図書館については、日本図書館協会が「公立図書館は指定管理にすべきではない」との見

解を繰り返し明らかにしており、指定管理の是非を含めて根本的に見直しをすべきです。 

７、知る権利の保障、原則公開の立場で「公文書管理条例」の制定を 

１） 「県の情報は県民の財産」であることを明記した県の「公文書管理条例」を制定するとともに、県公

文書館の整備を行うこと。★ 

２） 県の政策形成過程における「パブリックコメント」制度は、説明会、公聴会、懇談会を開催し、県民

の意見を反映するものに改善すること。 

３） 必要な情報を積極的に公開し、県政への住民参加を広げるよう取り組むこと。 

４） 各種審議会の委員はできるだけ兼任を減らし、女性、青年の登用、公募制の活用をはかること。 

８、地方労働委員会の労働者側委員の任命に当たっては、｢連合｣独占をやめ、労働組合の構成

比率を反映したものにすること。 

９、県の広域振興局のあり方については、この間の取り組みを検証し市町村の意見と要望、県職

員の声と創意を大事にして検討すること。産業振興はもとより、保健・福祉・教育・農林漁業な

ど広域行政の取り組みが円滑に進められるようにすること。 

10、県職員の超過勤務の改善を図り、サービス残業を根絶すること。労働時間の把握をタイムカ

ードやパソコン等で厳格に、客観的に把握すること。正規職員の増員を図ること。会計年度任

用職員の導入に当たっては、フルタイムの臨時職員の削減やパートタイムの非常勤臨時職員

の時給・月給を削減することがないようにすること。 

11、仕事と不妊治療の両立支援のため、有給の「不妊治療休暇」（出生サポート休暇）を創設し、

県内市町村及び事業所にも広げること。 
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十三、女性と青年の声が生かされる県政を  

 

「男女共同参画推進条例」に基づき、雇用・就職の場での男女差別の解消など女性が働き続けら

れる実効性のある対策を強化する必要があります。夫婦間暴力いわゆるＤＶ防止法に基づく実効あ

る対策を強化すべきです。女性と青年の声が生かされる県政を進めることは、活力ある県政を推進

する上でも、重要な課題です。 

 低賃金や雇用破壊、長時間労働、蔓延するブラック企業・ブラックバイトなど、若い世代はその

矛盾を深刻に受けています。「働くなら正社員があたり前」の政治と社会の実現に取り組むべきで

す。不登校や青年の引きこもりへの抜本的対策、世界一高い大学の授業料など学費負担を軽減し、

給付制奨学金制度の創設と拡充が必要です。 

 

１、男女平等の取り組みを強め、以下の点で実効ある対策を推進すること。 

１） 男女の賃金格差・昇進昇格差別・年金格差、採用差別など、働く女性への差別をなくす対策を進

めること。パートや派遣など非正規労働者の権利を守り、均等待遇と正規雇用化を進めること。 

２） 妊娠・出産への不利益取り扱いをやめさせ、解雇、退職勧奨を根絶すること。 

３） 所得税法 56条の廃止など自営業・農業女性の労働を正当に評価し、支援すること。 

４） 子どもの医療費助成の対象を高校卒業まで拡充し現物給付化すること。待機児童を解消する認

可保育所の増設・整備し、育児・介護休業制度の拡充など、働く男女がともに家族責任を果せる

社会をめざすこと。 

５） 夫婦間暴力などの実態を調査し、県の婦人相談室の機能と体制の強化をはかり、一時保護施設

の整備など、ＤＶ防止法に基づく実効ある措置を実施すること。 

６） 選択的夫婦別姓制度の導入、非嫡出子の相続差別廃止など早急に民法の改正を求めること。 

７） ひとり親家庭、シングルマザーへの経済的支援を拡充すること。生活保護基準以下の世帯には

生活保護受給を進めること。 

８） 県の女性幹部職員の積極的登用を進めるとともに、各種審議会には 3割以上の女性の参画を、

青年の登用も推進すること。 

２、青年が人間らしく働き、くらし、学べる社会をめざす総合的な青年対策を実施すること。 

１） 若者を使い捨てにするブラック企業・ブラックバイトの実態を調査し、是正させること。ブラック企業

規制法の制定を求めること。青年の雇用確保と高校生・学生の就職支援を強化し、とりわけ県内

就職率を 85％に引き上げる取り組みを強化すること。 

２） 高校の授業料無償化を復活させること。私立高校への私学就学支援金は全国並みに県独自の

加算を行うこと。県立大学の授業料の値上げは行わず、授業料免除・減額の対策を拡充すること。

給付制奨学金を創設すること。 

３） 青年の定住をめざし、若者定住住宅の整備を進め、空き家活用とリフォーム助成、家賃補助など

の対策を進めること。 



49 

４） 青年の引きこもりの実態を調査するとともに、相談、居場所の設置、就労支援などの取り組みを強

化すること。就労を目的にすることなくＮＰＯや民間団体の取り組みを支援し、多様な段階的支援

を強化すること。 

５） 18歳選挙権に向けて、憲法と教育基本法、子どもの権利条約に基づく主権者教育を進めること。 

 

十四、9条改憲と大軍拡に反対し、核兵器禁止条約の署名･批准を求めること。

オスプレイの低空飛行訓練に反対し､憲法 9条を守る非核平和の県政推

進を ★ 

 

 岸田政権は、憲法 9条の改悪を進めようとしています。そのねらいは、米軍とともに戦える自衛

隊の海外での武力行使に道を開き、戦争する国づくりを進めることです。9条改憲に反対する国民

の多数派を形成することは日本の進路にかかわる緊急で重大な課題となっています。 

12月 4日から岩手山演習場も活用した日米共同訓練が行われています。県内各地でオスプレイの

飛行訓練が目撃されていることは県民の安全にかかわる重大な事態です。11月 30日には青森県深

浦町で、米空軍三沢基地所属の F16戦闘機が、飛行中に機体がトラブルを起こし、緊急着陸のため

に燃料タンク 2本を投棄、民家から 20ｍ付近に落下しました。国民の命を顧みない重大事態です。

オスプレイの低空飛行訓練の中止、Ｆ16戦闘機の訓練中止とともに日米共同訓練の中止を求めるべ

きです。 

岸田政権は、臨時国会に提出した補正予算に 7738億円の軍事費を盛り込みました。今年度の軍

事費は初めて 6兆円を超えます。「敵基地攻撃能力の保有」の検討を打ち出したことはこれまでの

憲法解釈を変更する憲法違反というべきものです。名護市辺野古への米軍新基地建設を阻止するこ

とは｢沖縄、そして日本の未来を切り開く｣たたかいです。 

今年 1月 22日、核兵器禁止条約が発効されました。画期的な出来事です。核兵器禁止条約の第 1

回締約国会議が開催されます。ＮＡＴＯ加盟国であるノルウェーと、政権交代したドイツがオブザ

ーバー参加を表明しました。唯一の被爆国である日本政府こそ参加すべきではないでしょうか。 

 

１、 岸田政権が進める憲法 9条の改憲に反対すること。★ 

２、 憲法違反の戦争法（安保法制）の廃止を求めること。戦争法に基づく米艦防護や米艦への給

油活動の中止を求めること。中東への自衛隊の海外派兵の中止を求めること。 

３、 オスプレイの低空飛行訓練の中止を求めること。オスプレイやＦ16戦闘機が参加する日米共

同訓練の中止を求めること。★ 

４、 人権と個人情報保護に反する自衛隊への青年の名簿等の提供は中止すること。海外派兵を

進めている自衛隊への高校生の入隊・就職については慎重に対応すること。 

５、 全国知事会が提言し、岩手県議会も意見書を採択している「日米地位協定の見直し」を国に

強く求めること。★ 

６、 沖縄県民の審判を無視し、辺野古への米軍新基地建設に反対すること。 
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７、 ｢核兵器廃絶平和宣言｣(98年 6月県議会)に基づいて、県として非核平和の行政を推進する

こと。 

８、 侵略戦争の犠牲者の実態を調査、記録し、県民の戦争体験の継承に取り組むこと。戦争のない

世界と日本を展望した国連憲章、憲法９条をはじめとした憲法の意義と内容を学び、啓蒙する取

り組みを行うこと。 

９、憲法を敵視し、侵略戦争を美化する「歴史教科書」など、侵略戦争を美化する動きを、芽のう

ちに摘み取る草の根の取り組みを広げること。 

 

以  上 


